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　韓国の釜山まで船で行く方法はいくつかあるが、

一番乗船時間が長いのは大阪から瀬戸内海を通過し、

玄界灘を横断して向かう韓国のフェリー会社パンス

ター クルーズフェリーだろう。以前から乗ってみた

い航路であったがなかなか機会がなく、昨年やっと

念願かなって乗船することができた。

　就航している船は 2 万トンクラスの国際フェリー

の「パンスター ドリーム」。もともとは 1997 年に東

京～那智勝浦～高知航路に就航した「さんふらわあ 

くろしお」という長距離フェリーだったがわずか4年

で運航終了し、20年前に現在の会社が購入してこの

航路に就航させた。外見は船腹のさんふらわあの意

匠がPanStar Cruiseというロゴに変わり、赤い煙突に

マークが描かれた以外に目立った変更点は見られな

いが、船内に入ると印象は一転、広いロビーとそれ

に隣接するステージのあるレストラン、増設された

ラウンジ、赤を基調にした内装や照明、調度品など

すべてが日本のフェリーの雰囲気とはまるで異なり、

乗った瞬間に韓国に足を踏み入れた気分になる。

　船は17時に大阪南港を出港、瀬戸内海を西に向か

い、しばらく走ると明石海峡大橋を通過…夏場だと

まだ十分明るく世界第 2 位の長さを誇る巨大なつり

橋の姿をじっくりと眺めることができる。

　韓国料理がメインのビュッフェ形式の夕食も終わ

り、デッキに再び出てみると、やがてこの航路の 2

番目の橋である長大な瀬戸大橋が見えてきた。便に

よっては夏至のころであればまだ明るさが残ってい

るうちに通過することができるし、夜間の通過でも

橋を通過する列車の灯りが頭上を流れてまるでアニ

メ「銀河鉄道 999」のひとシーンのような幻想的な

眺めを楽しむことができる。

　夜になるとレストランのステージではカラオケ大

会が始まり、かなり盛り上がっている中、私は後部

デッキでスマホの音楽を聴きつつ瀬戸内海の夜景を

楽しんだ。関門海峡通過はこの往路は夜明け前だが、

釜山からの復路は夜 9 時ごろなので両岸の街の灯が

目の前に迫り川を遡上しているような雰囲気を味わ

うことができる。ここを越えると船は波静かな玄界

灘を北上し、やがて左手に対馬が見え、しばらくす

ると日本の携帯の電波は繋がらなくなって国境を越

えたことを実感する。そしてお昼前に海沿いに高層

ビルがこれでもかというぐらいに立ち並ぶ釜山港に

入港するというとても充実して楽しい航路だった。

　この航路、来春にはよりハイグレードな設備の新

造船に切り替わるそうでそちらも楽しみでならない。

1957年東京生まれ。船専門のイラストレーター・画家。パッケージデ
ザインや出版物の装幀などを数多く手掛ける。著書に「船体解剖図」、
「船体解剖図 NEO」（イカロス出版）。

www.jms-inc.jp

事業内容
（一部）

私たちは
海の総合コンサルタントです。

海事コンサルティング
●航行安全対策 ●港湾計画 ●船舶航行実態調査

船舶運航コンサルティング
●船舶検船 ●安全監督 ●建造監督 ●保守管理

当社操船シミュレータ

海外造船海運コンサルティング
●造船事業計画支援 ●造船施設建設支援
●海運事業計画 ●シップリサイクル計画

船員サポート
●船員支援 ●船員エスコート ●船員派遣
●国際船員支援

海事教育訓練 システム販売、他
●操船シミュレータ ●離着桟橋支援システム
●大型三次元振動台による振動試験

●シミュレータによる操船訓練 ●BRM講習 
●PEC講習 ●ECDISトレーニング
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ばら積運搬船
63,653総㌧
36,140重量㌧
主機関：6S50ME-C9.7
全長199.98m、幅32.24m、深さ19.30m
速力：約14.0ノット
船級：NK
今治造船（株）本社・今治工場、9月16日竣工

ばら積運搬船
36,145総㌧
63,718重量㌧
主機関：日立-MAN B&W 6S50ME-C9.7-HPSCR
全長199.98m、幅32.24m、深さ19.3m
船級：NK

（株）新笠戸ドック、9月4日竣工

船主：WAN HAI LINES （Singapore） Pte LTD.
3,055TEU型コンテナ船
37,160総㌧
30,676重量㌧
主機関：MAN-B&W 7S70ME-C10.5
全長203.50m、幅34.80m、深さ16.60m、喫水11.50m
速力：21.50ノット
船級：DNV
ジャパン マリンユナイテッド（株）有明事業所、7月9日竣工
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全性と効率性を確保することに尽力して参りま
す。海事産業の発展に向け、さらなる投資と革新
を進めようとしています。

――次にリナ・ベロカル新副局長にお尋ねします。
同じ質問です。ご自身のキャリアからお願いし
ます。

副局長　私はパナマ海洋学校で航海工学を専攻
し、特に艦船の機械工学を学びました。また、国
際問題に関する修士号の認定候補者でもあります。
　一方でIMO（国際海事機関）加盟国に対する監
査計画の監査官であり、ISO 9001シリーズの主
任監査員、MLC 2006年条約におけるトレーナー
の教育担当および監査官としての訓練も受けてい
ます。またRO（Recognized Organization：認定
代行機関）の主任監査員でもあります。
　海事分野で19年の経験があり、パナマ海事庁
にはほぼ20年勤務しています。当初は船舶検査
官として、その後SEGUMAR事務所の副所長お
よび所長を務めました。民間部門ではROのマネ
ジメント業務のほか、海運会社で海上勤務をした
こともあります。

コンプライアンス遵守に向け
旗国として絶え間ない見直しを実施

――それでは安全運航に関する取り組み状況から
お話いただけますでしょうか。

局長　パナマ海事庁として主目的としているのは
寄港国とのMoU（Memorandums of Understandings 
：覚書）に関してパナマ籍船のパフォーマンスを
向上させることです。
　パナマは世界的に最も多くの船籍を維持してい
こうとするだけでなく、その規模に応じた統制や
監督、コンプライアンスが求められます。海運業
界が我々に向けて期待するコンプライアンスを遵
守するために、旗国としての努力や献身、各種基
準の絶え間ない見直しが必要です。現在パナマは、
我々を世界的に適格だと認めるMoUに関連して、
95%以上のコンプライアンス遵守率を満たしてい
ます。
　こうした遵守率を高めるために次のような対策

に取り組んでいます。例えば、検査官が現場のニー
ズに見合った検査ができるよう検査官組織を常に
アップデートしています。また、パナマ船籍のパ
フォーマンスを向上させるべくROとは効率的な
コミュニケーションを心掛け、連携するよう努め
ています。
　PSC（Port State Control：寄港国検査）でパナ
マ籍船の拘留を減らしパフォーマンスを改善する
ための対応をまとめたサーキュラー（MMC 380：
Merchant Marine Circular 380）を随時見直して
います。
　そしてパナマ海事庁商船局としては、CO2（二
酸化炭素）排出量削減技術を備えた新造船や船齢
の若い船舶の新規登録を目標に掲げています。

――いまの新造船や船齢の若い船舶の登録という
ところをもう少し詳しく教えていただけますか?

局長　我々にとってパナマ籍船の新規トン数を獲
得することは極めて重要です。パナマが船籍登録
ビジネスを継続するのに正に必要なのがここです。
　海運業界では脱炭素化プロセスに優先的に取り
組む状況にあります。IMOの規定によって今後
数年間、老朽化した船舶は市場から撤退せざるを
得ません。そのため、パナマ海事庁は新造船市場
をいままで以上に注視しており、かつ建造15年
未満の中古船売買市場においてもより魅力のある
サービスを提供していく必要があります。
　脱炭素化に関する新しい業界基準に合わせて
我々ができることは何か、また汚染物質の発生を
抑制しエネルギー効率の良い船舶を建造する船主
や企業を我々のインセンティブプログラムを通じ

――最初にラモン・フランコ新局長に伺います。
ご自身の経歴から教えて下さい。

局長　私は約20年間、民間部門において海事弁
護士、あるいは企業法務の弁護士として、パナマ
船籍の船舶登録や資金調達に関する助言をしてき
ました。ヨーロッパ、アジア、中東の船会社、金
融機関が主な顧客でした。
　パナマのサンタ・マリア・ラ・アンティグア大
学で法学と政治学の学位を、またスペインのポン
ティフィシア・コミラス大学/スペイン海事研究

所で海事法とビジネスの修士号を取得しています。
　様々な委員活動もしており、パナマ海事庁が設
置した2008年商船海事一般法の改正に関する技
術委員会の委員でした。APADEMAR（The 
Panamanian Maritime Law Association）海事会
社プロジェクトの準備業務、船舶所有権の公的登
録を管理・規制するための行政命令に関する準備
業務にも携わりました。パナマ海事会議および展
示会の運営委員会の委員も経験しています。
　このほど、私はパナマ海事庁商船局局長に就任
しました。国内だけでなく国際的な海上航行の安

旗国として投資と革新を促進
日本との絆をさらに深めたい

　2024年7月1日、パナマ海事庁ではラモン・フランコ氏が商船局の新局長に、リナ・ベロカル氏が同新副局
長に就任した。就任にあたり、船籍ビジネスについて最も重要な顧客の一つである日本の海事産業へ両氏から
本誌にメッセージをいただいた。インタビュー形式の記事に再編集して掲載する。（受領日：2024年10月16日）

パナマ海事庁　商船局局長　

ラモン・フランコ氏
（Mr. RAMÓN FRANCO, Director of the Directorate-
General of the Merchant Marine）

パナマ海事庁　商船局副局長　

リナ・ベロカル氏
（Ms. RINA BERROCAL, Deputy Director of the 
Directorate-General of the Merchant Marine）
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新クルーズ船の就航準備が大詰め
12月に「三井オーシャンフジ」がデビュー

商船三井クルーズ

　商船三井クルーズは今年12月、クルーズ船1隻を
新たに投入する。前の船主である米シーボンクルー
ズ社からの引き渡しがこのほど完了し、現在は就航
に向けた準備が大詰めを迎えている。
　商船三井クルーズが今回投入するのは、シーボ
ンクルーズが2009年から運航してきた「Seabourn 
Odyssey」だ。23年に商船三井がシーボンクルーズ
から購入した。この船は全客室（229室）がベランダ
付スイートルームで、クルーズ船の最上位カテゴ
リー「ラグジュアリークラス」にあたる。商船三井
の購入後も今年9月まではシーボンクルーズが運航
していた。
　9月25日には「Seabourn Odyssey」の最終寄港
地である横浜港で、シーボンクルーズから商船三井
への引き渡しセレモニーが執り行われた。船名を「三
井オーシャンフジ」へと変更し、12月1日からは商
船三井クルーズの運航船として新たなスタートを切
る。現在は横浜のドックで改装工事を進めている。

改装は船名や船内設備名称の変更に伴う小規模な工
事にとどまり、客室やレストラン、プールなどは既
存設備をそのまま活用する。
　引き渡しセレモニーで「Seabourn Odyssey」の
クラシミール・ラデフ船長は「この船の船長を務め
たことは私の人生にとって大きな喜び」と語った。
また、「三井オーシャンフジ」初代船長のキム・ロ
ジャー・カールソン氏は「日本をはじめ各寄港地へ
の航海を楽しみにしている」と語った。
　商船三井グループの経営計画「BLUE ACTION 
2035」では、海運不況時でも黒字を維持できるポー
トフォリオへの変革を掲げている。クルーズ事業に
ついては、ボラティリティが高い海運市況をカバー
する「非海運型・安定収益型事業」の一つに位置づ
けている。商船三井クルーズの運航船は「三井オー
シャンフジ」と既存の「にっぽん丸」と合わせて2
隻体制になり、クルーズ事業の強化につながること
が見込まれる。

1	引き渡しセレモニーには「Seabourn 
Odyssey」「三井オーシャンフジ」の各
船長らが出席した

2	引き渡しセレモニーでは新船名「三井
オーシャンフジ」の船旗が掲げられた

34	レストラン（3）やプール（4）などの
船内設備は既存のものを活用する

「Seabourn Odyssey」は改装工事後、「三井オーシャンフジ」として商船三井クルーズが運航する

1

2 3

4
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毎年恒例の海上保険特集では、保険の観点から海事関係者にとって
関心が高いテーマを損害保険会社とP&I保険組合に挙げてもらい、
寄稿記事としてまとめている。

2024年の特集は、

・国内の船骸撤去をとりまく法律
・船舶保険と地政学リスク
・EU/英国/米国の対ロシア制裁概要
・世界海事大学での学びを終えて

―の4テーマをお届けする。

©Nightman1965／Shutterstock.com

特集
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国内の船骸撤去をとりまく法律

はじめに

　損害保険会社などが提供する船主責任保険にお
いて、船骸撤去費用がてん補される場合、船主が
法的義務を負うことが要件となる。これは仮に技
術的には撤去可能であっても、法的義務がなけれ
ば船主責任保険は発動しないことを意味するた
め、どの法律に基づき船主が撤去義務を負うこと
になるかを把握することは各関係者にとって重要
である。
　本稿では日本国内における船骸撤去に関し、近
年の海事法をとりまく環境をまとめ、船骸撤去義
務の有無を検討する上での主な法律や留意事項を
整理する。

船骸撤去の根拠となる主な法律

　まず、日本国内での船骸撤去に関する法律とそ
の適用地域、主な規定内容を紹介する（表）。

各法律のポイント、留意点
　船骸撤去の義務を検証する際には、前述の各公
法に加え、漁業権に関する私法上の責任について
も考慮する必要があるが、ポイントとなるのはい
ずれも「沈没している場所」である。（沈没場所
によって船骸撤去命令を行う主体や、根拠法律が
異なるため。）
　また、各根拠法律にはいずれも命令の条件が付
されていることに留意する必要がある。本稿では
各法律に関し全文の記載は割愛するが、特に留意
すべき箇所を抜粋し以下の通り紹介する。

①沈没場所が「特定港」に該当する場合
　（図1）
　「海上保安庁」による「港則法」に基づく命令
が検討される。

▶ 特定港：喫水の深い船舶が出入りできる港、ま
たは外国船舶が常時出入りする港を指し、全国
で80以上の港湾が指定されている。

▶ 港則法：港内における船舶交通の安全及び港内
の整とんを図ることを目的とした法律。

▶ 撤去命令の発動条件：「船舶交通を阻害するお
それがある」とき

▶ 事故発生時の調査事項：沈没場所の水深、船骸
の状態、船骸上部と海面までの間隔、当該港を
利用する船舶のサイズ、船型等

②沈没場所が「海上交通安全法」適用航路の場合
　（図2）
　「海上保安庁」による「海上交通安全法」に基
づく命令が検討される。

▶ 海上交通安全法：船舶交通が輻輳する海域にお
ける船舶交通について、特別の交通方法を定め
るとともに、その危険を防止するための規制を
行なうことにより、船舶交通の安全を図ること
を目的とした法律。

▶ 撤去命令の発動条件：「船舶交通の危険を防止
することが困難であると認める」とき

▶ 事故発生時の調査事項：沈没場所の水深、船骸
の状態、船骸上部と海面までの間隔、当該港を
利用する船舶のサイズ、船型等

三井住友海上火災保険株式会社
グローバル損害サポート部　九州海損グループ

伊藤 悠久

寄 稿
根拠法律 適用地域 主な規定内容

港則法
（第二十五条） 全国の特定港

特定港内又は特定港の境界付近における漂流物、沈没物その他の
物件が船舶交通を阻害するおそれのあるときは、港長は、当該物
件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。

海上交通安全法
（第四十三条）

船舶交通が輻輳する海域
東京湾
伊勢湾

瀬戸内海

海難により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがあり、船
長がとった措置のみによっては船舶交通の危険を防止することが
困難であると認めるときは、船舶交通の危険の原因となっている
船舶の所有者に対し、当該船舶の除去その他船舶交通の危険を防
止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

港湾法
（第四十三、第五十五条）

港湾区域
港湾隣接地域

開発保全航路内
緊急確保航路内

何人も、開発保全航路内（または緊急確保航路内）において、みだ
りに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨
て、又は放置してはならない。

海洋汚染防止法
（第四十条） 海洋

船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染
されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を
及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合は、当該廃棄物そ
の他の物を排出したと認められる者又は当該沈没し、若しくは乗
り揚げた船舶の船舶所有者に対し、国土交通省令で定めるところ
により、当該廃棄物その他の物の除去又は当該船舶の撤去その他
当該汚染の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることが
できる。

特 定 港 配 置 図
第一管区

第三管区

第
二
管
区

第
十
一
管
区

第四管区

第五管区

第六管区（瀬戸内海等）

第七管区

第八管区

第九管区

第十管区

第十管区

特定港 86

図1　特定港

出典：港内における船舶津波対策の策定について
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船舶保険と地政学リスク

　民間の損害保険会社が提供する船舶保険は、主
に海上輸送に従事する商船を保険の目的物として
おり、特に外航船舶の場合は海上輸送を通じて国
際的な商取引等に関与するため、国際情勢による
地政学リスクの影響を受けやすいといえる。たと
えば、船舶戦争保険では、国家間の軍事的な緊張、
地域の紛争等により戦争、テロ行為または海賊等
のリスクが刻々と変化することがあり、それに伴
い保険の補償内容や保険料等が都度変更されるこ
とがある。また、日本政府や欧米諸国、国際機関
等によって課される経済制裁の影響により、保険
者（再保険者）は保険（再保険）の引受、保険金（再
保険金）の支払いができなくなる場合がある等、
地政学リスクの影響を受けやすい状況にある。
　足元ではロシア・ウクライナ戦争、パレスチナ・
イスラエル戦争等により地政学リスクへの関心が
高まっているなか、同リスクが船舶保険に与える
影響について概説したい。

1．船舶保険と戦争リスク

　損害保険全般においては、戦争、テロ行為また

は海賊等の戦争類似のリスク（総称して「戦争リ
スク」）は免責となっている。船舶保険においても
同様に戦争リスクは免責となっている。

船舶保険普通保険約款（東京海上日動火災保険株
式会社）
第14条（保険金をお支払いしない損害－その1）
　当会社は、次のいずれかに該当する事由によっ
て生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、内乱その他の変乱
② 水雷、爆弾その他爆発物として使用される兵器

の爆発またはこれらの物との接触
③ 公権力によるものであると否とを問わず、拿
（だ）捕、捕獲、抑留、押収または没収

④ 海賊行為
⑤ ストライキ、ロックアウトその他の争議行為ま

たは争議行為参加者のそれに付随する行為
⑥ テロリストその他政治的動機または害意をもっ

て行動する者の行為
⑦ 暴動、政治的または社会的騒擾（じょう）その他

類似の事態
⑧ 差押え、仮差押え、担保権の実行その他訴訟手

続に基づく処分

　戦争リスクを免責としているのは、これらは個
人、集団、国家等が作為的に発生させるものであ
るため、発生頻度、損害の規模をあらかじめ予測
することは困難であり、「大数の法則」を踏まえ、
信頼できる過去の統計データに基づいて運営され
る保険制度に馴染みにくいためである。さらに、
ひとたび大規模な戦争が勃発すると、サイバー、
ドローン、ミサイル、核兵器等による攻撃、もし
くは敵対国による資産の没収、接収等により巨大
な損害が発生する可能性があるため、健全な保険
運営上、民間の保険者が引き受け可能なリスクの
規模を超えるような事態が想定されるためである。
　一方、重要かつ高額な事業資産である船舶の戦
争リスクを回避、軽減できないままの状態で船舶
運航を行うことは、世界中の水域に配船される船
舶の船主の事業経営に重大な影響を及ぼすことに
なる。こうした背景もあり、歴史的に海上保険分
野（船舶保険を含む）では、一定の制約条件のもと
で戦争リスクを補償する戦争保険を提供してきた
経緯にある。
　なお、海上保険分野において戦争保険が提供さ
れる背景の一つとして、船舶とその積荷は海上を
移動でき、陸上の施設等とは異なり戦争リスクが
高まった際に機動的にそれを回避、軽減すること
が可能であることが挙げられる。したがって、た
とえば、船舶戦争保険について、船舶が海上を航
行可能ではない期間（例：建造中で進水前の船舶）
に補償が提供されることは通常想定されない。
　補償される保険金の種類としては、全損金、修
繕費、共同海損分担額、衝突損害賠償金、船主責
任損害、損害防止費用が挙げられる。船舶戦争保
険の主な補償リスクと、同保険に関連する主な免
責事由は下表の通り。

　保険者は保険契約の期中での危険の著しい変
更・増加に該当する事項について、保険契約者、
被保険者に通知義務を課すことが通例であり、戦
争リスクに関連するものとして「被保険船舶が戦
地その他変乱地に航行する場合、または戦争その
他変乱に関連する目的で使用される場合」がある。
これらの通知が事前になされ、保険者の承諾を得
ておかないとその事実が発生した時以降は免責扱
いとなる。さらに通知の有無にかかわらず、保険
者は書面通知をもって保険契約を解除できる。
　戦争リスクは世界の政治、社会情勢の影響を受
けるため、リスクが高いと判断される水域につい
ては、保険者は同水域を補償の対象外（「除外水域
/Listed Areas」）とし、船主が補償の継続を受け
るためには保険者にその旨を通知のうえ、その
時々の戦争リスクに応じて適用される追加保険料
の支払い、引受条件の変更等を求めることになる。
　追加保険料は最新のリスクを反映するために、
見積もりの有効期間について、例えば48時間以
内に船舶が除外水域に入域する条件付きで提示さ
れる（「Call」と呼ばれる）こと、さらに、除外水
域内を航行・停泊できる日数を7日、14日以内と
いうように限定して提示される（「Stay Period」
と呼ばれる）ことが通例となる。
　引受条件については、戦争リスクの情勢に応じ
て、たとえば、「被保険船舶は武器輸送に従事しな
い」、「被保険船舶に武装警備員/Armed Guardを
乗船させる」、「被保険船舶は艦艇と隊列/Convoy
を組んで航行する」等が適用されることがある。
　保険者は保険契約の期中であっても、通常では
7日前（国際連合の安全保障理事国である英国、
アメリカ合衆国、フランス共和国、ロシア連邦お
よび中華人民共和国のうち、いずれかが関与する
事態を理由とする場合は72時間前）の書面通知を
もって保険契約を解除できる旨が保険約款に規定

東京海上日動火災保険株式会社
海上業務部船舶業務グループ

吉村 栄祐

寄 稿

主な
補償リスク

①戦争、内乱その他の変乱 ②水雷、爆弾その他爆発物として使用される兵器の爆発またはこれらの物との接触 
③公権力によるものであると否とを問わず、拿（だ）捕、捕獲、抑留、押収または没収 ④海賊行為または強盗 
⑤ストライキ、ロックアウトその他の争議行為または争議行為参加者のそれに付随する行為 ⑥テロリストその他
政治的動機または害意をもって行動する者の行為 ⑦暴動、政治的または社会的騒擾（じょう）その他類似の事態

主な
免責事由

①日本国または船舶の所有者が属している国もしくは船舶が登録されている国の公権力による拿捕、捕獲、抑留、
押収または没収 ②日本国または外国の公権力による強制使用、強制買上または検疫、貿易もしくは関税に関す
る法令に基づく処分 ③英国、アメリカ合衆国、フランス共和国、ロシア連邦および中華人民共和国のうちいず
れかの間の戦争（宣戦の前後、有無を問わない。）の発生 ④原子核の分裂、融合もしくはこれらの同種の反応また
は放射能もしくは放射性物質を使用した兵器または装置 ⑤化学兵器、生物兵器、生化学兵器または電磁兵器
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EU/英国/米国の対ロシア制裁概要

はじめに

　「制裁（sanction）」は「神聖かつ不可侵の法律
や法令」を意味するラテン語（sānctiō）に由来し、
英語では「許可」と「抑止するために罰則を科す」
という相反する2つの意味を持つ。2022年2月の
ロシアのウクライナ侵攻後に海運業界に課された
制裁は、明らかに後者の意味である。

ロシア産原油等に関わる上限価格措置	
（プライスキャップ制度）

　2022年12月5日、英国およびEUへのロシア産
原油の輸入、それに関わる保険などのサービス提
供が禁止されたが、全てのロシア産原油の輸送が
禁止されたのではなく、G7各国およびEUは同日
に例外措置としてプライスキャップ制度を導入し
た。英国政府のガイドラインのとおり、この例外
措置により、石油や石油製品が設定価格以下で購
入または販売された場合に限り、船舶によるロシ
ア産原油および石油製品の供給または輸送、なら

びに関連サービスの提供が許可されることになっ
た。制裁に違反せず輸送できるロシア産原油の上
限価格は、1バレルあたり60ドルである。

プライスキャップ制度の目的

　2023年10月16日、プライスキャップ制度の目
的について、米国財務省のエリック・ヴァン・ノ
ストランド経済政策代理補佐官は「世界のエネル
ギー市場へ十分な供給を維持し、グローバル経済
に悪影響を及ぼす価格ショックを回避すると同時
に、ロシアがウクライナでの違法な戦争を継続す
る資金調達力を制限すること」と述べた。戦争が
長引くにつれ、規制は強化され、船主やその他の
関係者に対する制裁遵守への要求が高まっている。

包括貿易許可（GTL:	General	Trade	
Licence）の変更

　例えば、2022年3月に英国政府が発行した包括
貿易許可は、ロシアの港への寄港やロシア領海を
航行する船舶に対し、記録の保持を条件として、

英国の保険者に保険提供を許可していたが、2022
年12月4日に新たな包括貿易許可（INT/2022/ 
2469656）が発行され、記録すべき情報の範囲が拡
大された。これにより船舶のロシア寄港やロシア
領海を航行したか否かにかかわらず、英国の保険
者は、ロシア産原油または石油製品の輸送につい
ては、ロシアから第三国への輸送、ロシア以外の
港からの輸送、もしくは船舶間での積替え（STS: 
ship-to-ship）を介しての輸送のいずれの場合にお
いても、その記録保持が求められるようになった。

宣誓書（Attestation）

　当局に提出する情報は宣誓書の形式で提出する
必要がある。当初は年に一度だった宣誓書の提出
は、2023年12月20日に発表された「プライスキャッ
プ制度規則更新に関する連合声明」によって
2024年2月から一航海ごと、すなわち船舶がロシ
ア産原油を積載するごとに宣誓書の提出が必要と
なった。また、STSの場合も新たな航海として追
加の宣誓書の提出が必要となる。

階層（Tiers）

　2024年1月26日のEUのガイドラインでは、
P&Iクラブや保険者は、通常業務で価格情報に直
接アクセスすることはない「ティア3Aの関係者」
とされ、ロシア産原油またはロシア産石油製品積
載ごとに30日以内に宣誓書を取得する必要があ
る。船主も「ティア3」に分類される一方、価格
情報に直接アクセスできる商社や用船者は「ティ
ア1」または「ティア2」に分類される。情報に
直接アクセスする関係者は、船主およびP&Iク
ラブの要求に応じて付随費用に関する項目別の価
格情報を提供しなければならず、船主は付随費用
の情報を30日以内に入手できる権利を確保しな
ければならない。

付随費用に関する情報

　付随費用は様々であるが、ガイドラインでは、
一般的なCIF（運賃保険料込み）条件およびFOB

（本船渡し）条件に関しては、以下の項目が含まれ
るべきとしている。

CIF（運賃保険料込み）条件 :

•  費用：輸出許可、製品検査、物品の輸送および
積込費用、梱包費用、通関費用、関税および税
金、物品の損傷または破損に対する補償、積載、
輸出港での港湾使用料および港湾サービス料
金。

•  保険：物品が目的地の港に輸送されるまでの貨
物保険費用。

•  運賃：売主の港から買主の目的地の港に到着す
るまでの海上または水路輸送にかかる運賃。

•  その他の費用：法律に則った取引であることを
証明するために必要なその他の費用。STSのた
めの補助的なサービス提供に関連する費用など
を含む。

FOB（本船渡し）条件 :

•  輸出品梱包費用、輸出品積込費用、港への輸送
費用、輸出税、関税およびその他の関連費用、
商品の積込に関連する転送、取扱い、積込費用
など。

デューデリジェンス

　船主は宣誓書の情報をその記載どおりに信頼す
べきではない。2024年1月26日のEUガイドライ
ンによると、船主は、顧客から提供された宣誓書
を合理的に信頼できるまで必要なデューデリジェ
ンスを尽くすことが求められる。
　EU規則は、事業者は自社の業務の特性に応じ
て晒されるリスクに応じたデューデリジェンスを
尽くす必要があると規定している。直接価格情報
にアクセスできない「ティア2」または「ティア3」
の関係者が、ロシア産石油が価格上限以下で輸送
されたとする宣誓書を信じることが合理的といえ
るまで必要なデューデリジェンスを適切に尽くせ
ば、その宣誓書が誤っていたと判明した場合でも、
違反とは見なされない。

適切なデューデリジェンス

　英国政府の2024年2月1日付「コンプライアン
スおよび執行に関する注意喚起」では、「適切な
デューデリジェンス」と「強化されたデューデリ

日本船主責任相互保険組合
（ジャパン P&I クラブ）
ロンドン駐在員事務所
Executive Representative, Head of IG Matters / General Manager of Reinsurance 
and Regulatory Affairs Dept.

Royston Deitch

寄 稿
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世界海事大学での学びを終えて

1．はじめに

　筆者は 2022 年 9 月から 2023 年 7 月までの 11
か 月 間、 世 界 海 事 大 学（W o r l d M a r i t i m e 
University：以下WMU）の海上保険プログラム

（Marine Insurance Law and Practice（海上保険
法および慣習）：以下MILP）にオンライン留学の
うえ、卒業した。本プログラムは2005年の開講
であり、筆者が2人目の日本人卒業生となる。
　WMUは日本において日本財団や笹川平和財団
といった複数のステークホルダーと密接な関係
を築いている。しかしながら、MILP等の通信課
程に関しては日本で入手可能な情報が皆無に等
しく、筆者自身、受験時に情報不足に困ったこ
とから今般の機会をお借りしてWMUおよび同
大学への入学契機となった国際海上保険連合

（International Union of Marine Insurance：以下
IUMI）の給付型奨学金制度について紹介したい。
海事業界での専門教育を考える方々の役に立てれ
ば幸甚である。
　なお、本記事に記した情報は全て2022年度の

プログラムに基づくものである。

2．世界海事大学の概要

（1）教育機関としての性格
　WMUは国連の専門機関である国際海事機関

（IMO）が1983年に設立した教育機関であり、ス
ウェーデンのマルメ市に位置している。1980年
代初頭に海事社会の将来を担うリーダーを育成す
ることを目的として設立された大学である。

（2）提供プログラム
　WMUはいわゆる大学院大学であり、主な提供
プログラムには以下が存在する。

▶ 博士課程 （PHD：Doctor of Philosophy）
▶ 修士課程 （LLM：Master of Laws/ MSc：

Master of Science）
▶ 通信課程 （LLM：Master of Laws/ PGDip：

Postgraduate Diploma）
▶ 社会人教育 ※修了者には修了証明（Certificate 

of Accomplishment）が付与される

　筆者が入学したプログラムは通信課程に該当す
る。同課程には前述のMILPに加え、海洋エネル
ギ ー（M a r i t i m e E n e r g y）・ 国 際 海 事 法

（International Maritime Law）・エグゼクティブ
向 け プ ロ グ ラ ム（E x e c u t i v e M a r i t i m e 
Management）等が存在する。

3．MILPの概要

　MILPは全11か月間のプログラムで、完全オン
ラインで学習するため通学の必要はない。5学期

（Module）により構成され、概要は以下のとおり。
▶ Module 1： 英 国 海 上 保 険 法（G e n e r a l 

Principles of Marine Insurance Law）
▶ Module 2： 海上保険の様態（Categories of 

Marine Insurance Cover）
▶ Module 3： 船主責任保険（P&I Clubs and 

Mutual Insurance）
▶ Module 4： 再保険およびリスクマネジメン

ト（Mar ine Re i n su rance and Modern 
Maritime Risk Management）

▶ Module 5： クレームハンドリングおよび法的
解決（Settlement of Claims and Understanding 
Related Maritime Liabilities）

　基本的に授業は行われず、自学に基づく課題
（Assignment）作成を前提に構成されている。
Assignmentは教授陣が毎年異なる問題を作成し
ており、当該課題の採点に基づき成績が決定する。

　入学要件として「最低5年の実務経験」および
「一定水準の英語力（TOEFL iBT80点以上等）」が
挙げられている。在籍生はアジア・アフリカ等か
ら参加していた。 

4．MILPへの入学プロセス

（1）奨学金応募
ア．奨学金概要
　MILPはIUMIと提携しており、IUMIが給付型
奨学金を提供している。詳細はWMUのウェブサ
イトにて確認できる。

　奨学金の出願資格はIUMIが運営している通信
教育であるIUMI Online Tutorial（https://iumi.
com/education/online-tutorials）に合格すること
により取得できる。当該TutorialはWebベース
で試験を行い、65％以上の得点で合格となる。
90％以上の得点はDistinction（優等）として表彰さ
れる。

損害保険ジャパン株式会社
海上保険部　船舶保険グループ

課長代理　橋場 聖

大学院の校舎

寄 稿
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宇宙産業と海運
｜特別企画｜

　人工衛星の打ち上げなどの宇宙開発を巡って、

国際競争が激しさを増している。先行する米国や

ロシアに加え、近年は中国、インドも存在感を発

揮している。さらに民間企業の参入や技術の進歩

によって、豪州などの「宇宙新興国」にも門戸が

開かれるようになった。

　こうした中、海運業界では従来のように衛星を

介したサービスを利用するだけでなく、宇宙産業

のバリューチェーンで上流にあたる、衛星の打ち

上げなどにも携わろうとしている。

　今号の特別企画は、宇宙産業と海運業界の関

わりを取り上げる。まずは三菱総合研究所に、国

際的な宇宙開発の現状と日本の動向について聞

いた。続いて日本郵船と郵船ロジスティクスには、

グループ全体で取り組む宇宙関連事業の内容と

今後の進め方を取材した。

©Dima Zel/Shutterstock.com



36 372024.11 2024.11KAIUN KAIUN

特 別 企 画 宇宙産業と海運

　宇宙開発を巡る国際競争が激化している。例えば、米国では約半世紀ぶりの
月面着陸を目指す「アルテミス計画」が2017年に始動し、日本も参加を表明
している。宇宙開発の現状はどうなっているのか、また日本としてどう取り組
むべきなのか―。三菱総合研究所で海洋事業に取り組みながら宇宙ビジネスも
担当する武藤正紀氏にインタビューした。 （取材日：9月4日）

宇宙開発の中心は衛星打ち上げだが
将来は月面開発が盛んになる

――宇宙開発とは具体的に何を指すのか、ご説明
いただけますか。

武藤　宇宙開発には主に、人工衛星（以下、衛星）
の打ち上げと月面開発があります。現在は衛星の
打ち上げが中心です。
　衛星はロケットを使って打ち上げ、地球の軌道
上を周回して通信や地球観測などのサービスを提
供しています。衛星は3つの軌道で運用されてい
ます。
　地表から最も近い低軌道は、高度約 200 ～
1000kmの範囲です。このうち、高度約400kmに
は国際宇宙ステーション（ISS）が周回していま
す。ISSは米国、ロシア、欧州、カナダ、日本が
共同で建設・運用している施設で、微小な重力環
境を利用した科学実験を行っています。例えば日
本実験棟「きぼう」では月面の重力が人体に与え
る影響などを明らかにするため、マウスの長期飼
育もされています。
　また、ISSよりも上空の高度約500 ～ 1000km
では地球観測衛星や通信衛星が周回しています。

最近では米国のSpaceXが提供する通信サービス
「Starlink」の衛星も低軌道上を周回しています。
　低軌道の場合、衛星1基がカバーできる地球上
のエリアは狭く、複数の衛星を連携させる「コン
ステレーション」という方法で運用します。現在、
官民それぞれでコンステレーションを使った衛星
の運用が増加しています。地球観測についても、
宇宙機関やスタートアップを含む民間企業が低軌
道に多くの衛星をコンステレーションとして打ち
上げています。これにより高頻度な観測が実現で
き、防災や安全保障などの目的で利用されてい
ます。
　高軌道（静止軌道）は高度約3万6000kmにあり
ます。この軌道上にある衛星は地球の自転と同じ
速さで移動するため、同じ場所の上空にとどまっ
ているように見えます。これが「静止」軌道と呼
ばれるゆえんです。各国の気象衛星のほか、通信
衛星や放送衛星が静止軌道上を移動しています。
　低軌道と静止軌道の間である高度約2000 ～ 3
万6000kmには中軌道があります。中軌道上で運
用されている衛星の代表例がGPS（全球測位シス
テム）です。また、緊急時の連絡手段や船舶など
で使われている衛星電話も中軌道衛星を活用して
います。

――続いて、月面開発の現状について教えてくだ
さい。

武藤　月面開発ではNASA（米国航空宇宙局）が
有人宇宙計画「アポロ計画」を通じて、1969 ～
72年にかけて計6回の有人月面着陸に成功しまし
た。その後、月面開発は長い間中断されていまし
たが、2017年に始まった「アルテミス計画」で
はNASAが中心となり、約半世紀ぶりの月面着
陸を目指しています。この計画には欧州やカナダ
などに加え、日本も参加を表明しています。
　アポロ計画とは異なり、アルテミス計画の最終
目標は月への到達にとどまりません。2020年代後
半に有人月面着陸を実現し、月面に基地を建設し
た後、この月を拠点にして火星への有人探査を目
指しています。環境問題や食糧問題などに人類が
直面する中、地球と月を一体的に捉え、人類の生
存圏・経済圏を拡大するのがねらいです。将来は
月、そして火星への移住も念頭にあるようです。
　月を拠点に火星探査を行うことで、地球から人
員・物資を輸送するよりもコストを抑えられます。
また、月にはアルミニウムやチタン、水など様々
な資源の存在が確認されています。
　中でも水は電気分解を通じて、月面基地で人類
が活動するために不可欠な酸素と、ロケットなど
の燃料として活用できる水素になります。他方、
月での資源権益確保を巡って、アルテミス計画に
参加する国々と、独自に月面基地をつくろうとし
ているロシア・中国陣の間で争いが起こる可能性
も懸念されています。

スタートアップ企業を含む
民間企業の参入が拡大している

――現在の宇宙開発が以前と違うのはどのような
点でしょうか。

武藤　これまで世界中で行われてきた宇宙開発プ
ロジェクトは、米国のNASAや日本のJAXA（宇
宙航空研究開発機構）のような宇宙機関が主導権
を握っていました。
　翻って現在は、民間企業の参入が拡大していま
す。民間の中でもSpaceXのような大企業に限ら
ず、スタートアップ企業の参入も盛んになってい

ます。
　スタートアップ企業では、大企業が運用する衛
星を対象に、スペースデブリ（宇宙ごみ）の回収や
衛星燃料の補給、ロボットアームを用いた衛星修
理などの「軌道上サービス」を提案するケースが
増えています。宇宙開発に関わるステークホル
ダー（関係者）が政府機関にとどまらず多様化する
ことで、宇宙分野での新規ビジネスの成立性も高
まっています。
　また、以前であれば宇宙開発に投資できるのは
米国やロシア、中国、インド、日本そして欧州の
ような「宇宙強国」に限定されていました。これ
らの国・地域は自国でロケットを開発して打ち上
げる、つまり宇宙にアクセスする手段を持ってい
ます。裏を返せば宇宙強国以外はこうした手段が
ないために、宇宙開発ができませんでした。
　ところが今は技術の進歩によって、宇宙空間で
の使用に耐えうる低価格な民生品を使って小型衛
星を製造し打ち上げられるようになりました。さ
らに複数の小型衛星をロケット1基に相乗りさせ
て打ち上げる民間サービスが登場したことも、技
術・コスト両面から宇宙開発のハードルを下げて
います。
　従前の宇宙強国に加え、豪州やUAE（アラブ首
長国連邦）、中南米諸国といった「宇宙新興国」に
も宇宙開発の門戸が開かれるようになりました。

――宇宙機関がスタートアップ企業を活用するメ
リットは。

武藤　宇宙開発にはその過酷な環境から多くのリ
スクが伴います。政府主導の宇宙機関でロケット
や衛星の開発から設計、申請までをすべて自前で
やる場合、リスクを極限まで抑えるために多くの
時間が掛かります。
　リスクを抑えることは安全性などの観点で重要
である一方、実用化までに時間が掛かり過ぎると、
今は最新技術を搭載した衛星であっても10年後
の打ち上げ時には陳腐化して実用性がなくなって
いることも考えられます。
　一方、多くのスタートアップ企業には、リスク
があってもチャレンジしようとする文化がありま
す。新技術を取り入れてから実装するまでのサイ
クルも非常に速いため、宇宙機関で全てを完結す

インタビュー

株式会社三菱総合研究所 
先進技術・セキュリティ事業本部
フロンティア戦略グループリーダー

主任研究員　武藤 正紀氏

日本が宇宙開発で成長するため
人材と国際連携強化が重要に
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　日本郵船は2023年度から宇宙関連事業を本格的に開始した。4年前に社内研修制度から生まれたアイデア
は今や、全社的な取り組みへと発展している。足元ではグループ会社や社外パートナーと協力し、船舶を利用
したロケットの打ち上げや回収の実用化を目指している。日本郵船と郵船ロジスティクスのキーパーソン3人
にインタビューした。 （取材日：10月9・10日）

きっかけは社内研修制度
経営陣への発表を経て事業化が決定

――日本郵船が宇宙関連事業を立ち上げた経緯に
ついて教えてください。

原岡　きっかけとなったのは社内研修制度「NYK
デジタルアカデミー」の受講者が出したアイデア
でした。デジタルアカデミーには当社グループの
中堅社員を対象としたビジネスリーダー育成プロ
グラムがあります。プログラムは1期あたり15
～ 20人が受講します。現在は1期1年間ですが、
2022年度以前は半年間でした。
　プログラムの前半に、受講者はリベラルアーツ
をベースとした経営戦略やデータサイエンスなど
を学びます。後半は3 ～ 4人のチームに分かれ、
イノベーションを起こす発想手法である「デザイ
ン思考」を用いたワークショップを通じて新規事
業の立ち上げに挑戦します。各チームはグループ
ワーク後、受講者自らが企業や行政、アカデミア
などの有識者30 ～ 50団体にコンタクトを取り、

自分たちのアイデアに対する意見を聞きます。有
識者の視点を入れることで、より実践的なビジネ
スアイデアとしてブラッシュアップし、また共創
パートナーを探すことが目的です。
　2020年度下期の第3期プログラムには、当社の
宇宙事業のファウンダー（発案者）3人がそれぞれ
の海外赴任先からオンラインで参加していまし
た。彼らのチームが提案したのが「船舶を利用し
たロケットの打ち上げビジネス」でした。このア
イデアは経営陣への最終発表で認められ、事業化
に向けて検討を進めることが正式に決定しました。

再使用ロケットの洋上回収で
JAXA、三菱重工と共同研究

――船舶からロケットを打ち上げるメリットは。

原岡　日本の場合、人工衛星を載せたロケットを
打ち上げられるのは種子島宇宙センター（鹿児島
県）など陸上の射場に限られています。また、漁
業関係者との折衝や天候の影響によって年間の打

ち上げ本数が変動します。もし船舶を射場船、つ
まりロケットの打ち上げ場として利用できればこ
うした問題は解決します。
　また、射場船を使えばロケットを効率的に打ち
上げられます。衛星には赤道上空を周回する静止
衛星と、南極・北極上空を周回する極軌道衛星が
あります。静止衛星はなるべく南、極軌道衛星は
なるべく北から打ち上げたほうが衛星の軌道修正
などに必要なロケットの燃料を節約できるため、
洋上を移動できる船舶は有効です。燃料消費の削
減は打ち上げコストの削減にもつながります。
　ファウンダー 3人はビジネスリーダー育成プロ
グラム修了後、ロケット射場船の実現可能性を探
るための調査を実施しました。
　調査を進める中で、プログラムの社外パート
ナーとして接点があった三菱重工業から「ロケッ
トの打ち上げではなく、ロケットの回収で一緒に
取り組まないか」という提案をいただきました。
そこで同社と共同で2022年3月、宇宙航空研究開
発機構（JAXA）の共同研究プログラムに応募した
ところ採択され、JAXAを加えた3者で「再使用
ロケットの洋上回収研究」というテーマで共同研
究を開始しました。
　現在、ロケットは打ち上げると、1段目などの
下段部分を切り離しながら機体を軽くして速度を
上げていきます。機体から分離した1段目は落下
し、海中に投棄されています。一方、JAXAは次
期基幹ロケットに再使用ロケットを採用しようと
しています。再使用ロケットは1段目を洋上で回
収し、再び打ち上げに使用することで大幅なコス
トダウンが見込まれます。

宇宙関連事業全体の人員規模は
グループ企業を合わせ20人超に

――現在の実施体制についてお聞かせいただけま
すか。

中川　JAXA、三菱重工との「再使用ロケットの
洋上回収研究」では2022年4 ～ 9月にかけて実現
可能性を検討しました。共同研究は23年度も引
き続き実施し、具体化を検討する新たなステップ
に入りました。
　当社ではこのタイミングに合わせ、23年4月、
イノベーション推進グループの中に宇宙関連事業
の開発に取り組む「先端事業・宇宙事業開発チー
ム」を立ち上げ、全社的に取り組むことを対外的
にも表明しました。イノベーション推進グループ
は新たな価値やサービスを生み出すための部署な
ので、船舶を利用した宇宙事業開発はこの事業の
推進主体となりうる海洋事業グループと連携して
取り組んでいます。
　海洋事業グループでは、ドリルシップ（大水深
掘削船）やFPSO（浮体式石油生産・貯蔵・積出設
備）、シャトルタンカーなど、多くの洋上浮体物
を取り扱っています。その点で、宇宙関連事業と
の親和性が高い部署でもあります。例えば海洋事
業グループには船舶を洋上で定点保持する技術

「ダイナミック・ポジショニング」の知見があり
ます。この技術はドリルシップ・シャトルタンカー
など洋上の定位置で作業する船舶の運用にとって
不可欠で、船舶でのロケット打ち上げ・回収にも
応用できます。また、海洋事業グループは海洋研
究開発機構（JAMSTEC）などの国家プロジェクト

インタビュー

日本郵船株式会社
イノベーション推進グループ　先端事業・宇宙事業開発チーム

チーム長　原岡 哲也氏（中央）
海洋事業グループ　海洋事業第二チーム
チーム長　中川 大輔氏（左）
郵船ロジスティクス株式会社
ストラテジックセールスマネジメントグループ
エアロスペースIV チーム
チーム長　熊野 雄太氏（右）

宇宙産業バリューチェーンの
上流・下流両方に将来は関与

船舶を利用した洋上からのロケット打ち上げ（左）と再使用ロケットの回収イメージ（右）
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　日本内航海運組合総連合会は10月11日、「内航
海運モーダルシフトセミナー」を東京・千代田区
の海運ビルで開催した。トラックによる幹線貨物
輸送をフェリーやRORO船などの内航船に切り
替える「内航海運モーダルシフト」の可能性を探
るため、産官学の関係者が講演やパネルディス
カッションを行った。

矢野氏「物流システムの転換が必要に」

　今年4月からトラックドライバーの時間外労働
に対する上限規制と改正改善基準告示の適用が始
まり、輸送能力が不足して荷物を従来通り運べな
くなる「2024年問題」が懸念されている。この
問題への対応策とされているのが、内航海運モー
ダルシフトだ。
　セミナーの第1部で基調講演した流通経済大学
の矢野裕児教授によると、2024年問題に対応す
るためにはより多くの人員やコストを必要とする
ため、中小トラック事業者では長距離輸送から撤
退するケースもあるという。矢野氏は長距離輸送
を維持するために内航海運モーダルシフトへの取
り組みは重要であるとし、今後は物流拠点の分散
化など「モーダルシフトに対応した物流システム
への転換」が求められると指摘した。
　続いて、再生蛍石の長距離輸送で国土交通省の

「令和5年度海運モーダルシフト大賞」を受賞し
た企業が講演した。大賞の取り組みはダイキン工
業、下関三井化学、活材ケミカルの3社が連携し
て実施した。従来、ダイキン工業鹿島製作所で発
生したフッ素系産業廃棄物は廃棄していたが、今
回の取り組みでは再生蛍石に再資源化した上で、
1119km離れた下関三井化学まで長距離輸送した。
輸送距離全体の約9割を内航コンテナ船で海上輸
送することで、陸上輸送だけを使う場合に比べて
CO2（二酸化炭素）排出量を69.2%削減するととも
に、ドライバーの労働時間削減を実現した。
　ダイキン工業鹿島製作所の山口昭範・保安管理
課長は「今回の成功事例を参考に、（鹿島製作所の）
他の排出物でも効率的で環境に配慮した輸送を実
現したい」と語った。

久下氏、共同配送の仕組みづくりを提案

　第2部では矢野教授がモデレーターを務め、「内
航船を活用したモーダルシフトを進めるカギは」
と題したパネルディスカッションが行われた。パ
ネリストには第1部の講演者に加え、RORO船を
運航する栗林商船と川崎近海汽船の各社長らが登
壇した。
　栗林商船の栗林宏𠮷社長は「トラック運賃が上
がっているため価格面の課題はいずれ解消する。

（トラックより長い）リードタイムについても柔軟
に考えるお客様が増えている」と述べ、内航海運
モーダルシフトが今後進展する可能性に期待を示
した。また、荷主に対しては「付き合いのあるフォ
ワーダーの紹介を通して船会社と関係を構築すれ
ば、従前から言われている『積みたい時に積めな
い』という問題は解消でき、優先して荷物を運ん
でもらえるようになる」と説明した。
　川崎近海汽船の久下豊社長は、RORO船はフェ
リーに比べ認知度が低く荷主の利用が進んでいな
いため、「船会社として地道な営業努力を続ける
ことが重要」と話した。また、効率的なモーダル
シフトを実現するためには「個社ではなく業界全
体で取り組む姿勢を見せることが大事」と述べ、
自社と近海郵船が関東～北海道航路でRORO船
を共同運航しているように、複数の船会社で船舶
を出し合って共同配送する「ある種のプールのよ
うな」（久下氏）仕組みづくりを提案した。

　オーシャンネットワークエクスプレス（ONE）
と東京大学は10月11日、社会連携講座「コンテナ・
マネジメント・サイエンス（COMS）」のキックオ
フシンポジウムを開催した。講座開設のねらいや
コンテナ海運事業の課題、将来に向けた発展の可
能性などについて関係者が講演を行い、オンライ
ンを含めて約170人が参加した。
　社会連携講座とは、公共性の高い共通課題につ
いて東大と企業が共同研究を行うもの。COMS
では東大とONEが連携して、コンテナ海運にお
ける経済性（運航・経営効率化）、強靭性（リスク
対応、BCP）、脱炭素化といった各種課題に対す
るイノベーションの創出を目指す。研究テーマと
して「顧客・市場戦略」「ネットワークの設計と
最適化」「オペレーション効率化と持続可能性向
上」を柱に据え、学問領域を超えた研究に取り組
むとしている。
　担当教員である東京大学大学院工学系研究科の
青山和浩特任教授と川崎智也特任准教授の2人に
加え、西成活裕教授も運営に協力するという。講
座設置期間は今年4月1日から2027年3月31日ま
での 3 年間で、ウェブサイト（https : //coms .
t.u-tokyo.ac.jp/）も公開されている。

実践的なソリューションを提供	
学術的活動だけでなく人材育成も重視

　シンポジウムの冒頭、東京大学工学系研究科の
加藤泰浩研究科長は「COMSは単なる理論研究
に留まらず、社会に直接的な影響を与える実践的
なソリューションを提供することを目指してい
る」と説明した。次に国土交通省の宮武宜史海事
局長は、COMSの研究が業界の持続的発展に貢
献するとともに「国際競争力を強化する基盤にも
なることを期待している」と述べ、「海事産業に
おける産学連携は非常に重要と理解している。本
講座で研究された成果は行政でも積極的に共有
し、政策にも反映したい」とコメントした。
　続いて青山教授が登壇し、COMSのミッショ
ンについて「革新的かつ持続可能なソリューショ
ンをコンテナ輸送にどう適用していくか、その方
法論を具体化していくこと」と説明した。さらに

「学術的活動だけでなく、人材育成も重視して進
めていきたい」と話した。
　基調講演では、西成教授が「コンテナ2.0への
期待」と題し、コンテナ海運事業の発展に向けた
考え方を語った。今後のキーワードとして、新し
い水準で次の事業環境に適応していく「レジリエ
ントな物流」と、様々な問題を緩和・減速するポ
ジティブな意味での「スローダウン」が重要にな
ると指摘した。また、コンテナは将来的に「車や
電話と同様に通信機能を持つ情報端末になってい
く」と予想した。
　次に基調講演を行ったONEの岩井泰樹グロー
バルチーフオフィサーは、コンテナ業界の歴史や
同社設立の経緯などを説明した。岩井氏は邦船大
手三社によるONEの設立は「史上空前の難度の
高い取り組みだった」と話し、「日々の課題を乗
り越える中で、非常に大きなチームワークが生ま
れた」と振り返った。また、2030年に向けて「様々
なステークホルダーとつながり、ともに課題に取
り組む体制が必要となる。COMSもその一環と
して捉えている」と言及した。
　最後はパネルディスカッションが行われ、ONE
の道田賢一シニアバイスプレジデント、MTIの
安藤英幸取締役、日本電気量子コンピューティン
グ統括部の泓宏優部長、構造計画研究所オペレー
ションズ・リサーチ部の指尾健太郎部長が登壇し
た。「海運分野におけるイノベーション」をテー
マに、道田氏と安藤氏が海運業界の課題について、
泓氏と指尾氏が課題解決に向けたアプローチの可
能性などについて意見を交わした。

内航海運モーダルシフトセミナーを開催
	 日本内航海運組合総連合会

コンテナに関する社会連携講座の決起会を開催
	 ONE・東京大学

シンポジウムは東京大学本郷キャンパスの福武ラーニング
シアターで行われた

第2部のパネルディスカッション
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船舶推進性能の追跡アプリをリリース 
	 商船三井

　商船三井はこのほど、船舶の推進性能の劣化を
追跡するアプリケーション「Fouling Analysis」
をリリースした。発表は9月26日。
　「Fouling Analysis」は、船舶の水面下に付着
する海洋生物による汚損の状態を詳細に解析し
て、最適なメンテナンスを提案する。解析には商
船三井独自のノウハウと、数分間隔で収集される
船のセンサーデータ、毎日記録される航海データ
を組み合わせて活用する。
　また、停船状況や船底塗料情報、植物プランク
トンの濃度、3D船底表面写真とその分析結果を
照らし合わせることで、性能劣化の原因分析や船
底防汚塗料の評価も可能だという。分析結果を基
にした最適なクリーニング、船の運航に合わせた
最適な船底塗料の選定、質の高い塗装工事を行う
ことで、推進性能の劣化を抑えて効率的な燃料消
費を実現するとしている。さらに、人工知能（AI）
を活用したより高精度な分析モデルの開発も進め
ている。

新燃料の試験用エンジン施設が稼働 
	 日本郵船

　日本郵船は10月1日、千葉県内に設置した新燃
料の試験用エンジン設備の運用を開始した。
　従来、船舶用の新燃料は社外のエンジン設備で
試験・分析やトライアル運航が行われる。試験期
間には約2年を要するため、環境規制などに伴う
新燃料の需要増加に対して試験期間の短縮や試験
コストの削減が課題となっていた。
　日本郵船は今後、自社のテスト・エンジンでス
トレステストを実施することでトライアル運航が
不要になるという。これにより、試験期間を3カ
月に短縮して新燃料の実用を目指すとしている。

日米間のCCS事業性調査を実施 
	 川崎汽船	ほか

　川崎汽船と住友商事、Hilcorp Alaskaはこのほ
ど、米国・アラスカにおける二酸化炭素（CO2）回
収・貯留（CCS）事業性調査を実施することに合意

し、3社間で共同調査契約を締結した。発表は10
月11日。日米間での越境CCSの事業化に向けて
日本企業が共同調査を行うのは今回が初となる。
　このCCSは、日本国内でCO2を集約し、大型
液化CO2輸送船で米国・アラスカに輸送して圧入・
貯留する一連のCCSバリューチェーン構築を想
定している。アラスカは1950年代から油ガス田
の開発が進められており、CCS事業の総貯留量
は日本のCO2排出量の50年分に当たる50ギガト
ンが見込まれるという。
　3社は日米政府とも連携し、CO2地下貯留に関
する技術調査や液化CO2船に関する技術要件調
査、事業環境のレビューなどを行い、日米間CCS
事業の実現可能性を探るとしている。

ローターセイルを鉱石船に搭載 
	 NSユナイテッド海運

　NSユナイテッド海運は10月17日、40万トン
型鉱石船「NSU TUBARAO」にローターセイル

（風力補助推進装置）を搭載することで Vale 
International SAと合意したと発表した。
　ローターセイルは、甲板上に設置した円筒帆を
回転させ、円筒の周りに生じる圧力差を利用して
推進力を得ることができる。今回搭載されるのは
Anemoi Marine Technologies Ltd製で、高さが
35m、直径が5mあるという。同装置を船上に5
基搭載することで、約6 ～ 12％の燃料消費およ
びCO2排出削減を見込むとしている。

日本初の水素RTGによる荷役開始 
	 東京都港湾局	ほか

　東京都港湾局と日本郵船、ユニエツクスNCT、
三井E&S、岩谷産業は10月21日から、日本初と
なる水素燃料タイヤ式門型クレーン（RTG）によ
る荷役作業を開始した。
　東京都港湾局では2021年3月に「東京港カーボ
ンニュートラルポート（CNP）形成計画」を策定
し、脱炭素化に向けた取り組みとして「東京港に
おける荷役機械のFC化プロジェクト」を推進し
ている。水素燃料RTGは、ディーゼルエンジン
発電機を燃料電池（FC）発電装置へ換装し、二酸
化炭素（CO2）を排出せずに発電を行う。水素燃料

は千葉県内の水素製造工場から大井コンテナふ頭
までトレーラーで運搬し、同ふ頭内に設置した水
素供給ユニットで水素を昇圧してRTG内の水素
タンクへ充填する。
　今後、RTGが水素燃料でも換装前と同等の荷
役能力を得られるかを確認するとともに、水素充
填を含めターミナルオペレーション上の課題と対
応策などを検証する。検証実施期間は2025年3月
までを予定している。

技術ソリューションの新ブランドが発足 
	 日本郵船

　日本郵船は9月19日、同社グループの技術ソ
リューションを統合する新ブランド「HULL 
NUMBER ZERO（HNZ）」を立ち上げたと発表し
た。2023年4月に新設した船舶事業グループが中
心となり、設計・建造・運航・メンテナンスなど
船舶に関する全段階の課題に対して技術力を駆使
したソリューションを提供するとしている。
　ブランド名のHNZは「ゼロ番船」を意味し、1
の前にある数字ひいては全ての基盤となること、
また、今はない新しい価値を生み出すイメージを
表現したという。事業対象として、船舶建造・技
師派遣サービス、主機モニタリング・燃料関連ソ
リューション、船員のウェルビーイングに関する
ソリューション、舶用機器やデバイスの販売、保
守点検などを手掛けていく考え。そのほかの詳細
はウェブサイト（https://www.hull-number-zero.
com）に掲載されている。

海洋地質調査事業会社を設立 
	 ケイライン・ウインド・サービス

　川崎汽船と川崎近海汽船の合弁会社であるケイ
ライン・ウインド・サービスはこのほど、EGS 
Survey Pte Ltdと海洋地質調査事業を対象とし
た合弁会社EK Geotechnical Survey（EKGS）を設
立した。株式はケイライン・ウインド・サービス
が50％、EGS Surveyが50％を保有する。代表者
は蔵本輝紀氏が務める。発表は10月3日。
　EKGSは、洋上風力の発展に伴い需要拡大が期
待される洋上地盤の調査需要に対応するため、洋
上ボーリングをはじめ様々な海洋調査サービスを

提供する。ボーリング調査とは、海底に穴を掘っ
て地盤の状況などを調査することを指す。今年9
月には洋上ボーリングのサービスを提供できる日
本籍船「EK HAYATE」が就航した。同社はす
でに日本の地質調査会社最大手である応用地質か
ら秋田県八峰町と能代市沖での調査業務を受注
し、完了している。調査に当たっては、川崎汽船
グループのオフショア・オペレーションも協力
した。

グループ3社を25年4月に合併へ 
	 商船三井

　商船三井は2025年4月1日付で、グループ子会
社のMOLマリン&エンジニアリング、商船三井
オーシャンエキスパート、MOLシップテックの
3社を合併する。10月4日に発表した。吸収合併
方式で、MOLマリン&エンジニアリングを存続
会社とし、商船三井オーシャンエキスパート、
MOLシップテックを消滅会社とする。
　新会社はプロフェッショナルな技術集団とし
て、デジタル活用を軸に海事・新造船建造コンサ
ル、海事人材訓練、船員サポート、運航支援・メ
ンテナンスのシームレスなサービスを提供すると
している。今後、商船三井が注力する風力発電関
連事業をはじめ成長事業を支援するとともに、将
来的にはサービス販売を通じて海事産業のカーボ
ンニュートラル実現を目指す。
　新会社の所在地は東京都港区虎ノ門2-1-1で、
株主は商船三井が100％。代表者については2025
年3月の発表を予定している。

ケイラインロジの株式を譲渡 
	 川崎汽船、上組

　川崎汽船と上組はこのほど、川崎汽船がケイラ
インロジスティックスの親会社となる持株会社を
設立し、持株会社に川崎汽船が保有するケイライ
ンロジスティックスの株式を全て譲渡した上で、
持株会社の全株式のうち47％を上組に譲渡する
ことに合意した。発表は9月27日。
　持株会社の商号はKLKGロジスティックスホー
ルディングスで、資本金は1000万円。株式譲渡
は2025年4月1日を予定しており、川崎汽船が全
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株式のうち53％を、上組が47％を保有する。

国内のメタノール供給体制構築へ協業 
	 出光興産、三菱ガス化学

　出光興産と三菱ガス化学は10月23日、国内に
おける舶用メタノール燃料の供給体制構築に向け
て協業を開始すると発表した。
　二酸化炭素（CO2）と再生可能エネルギー由来の
水素を合成した「e-メタノール」や、バイオ由来
の「バイオメタノール」は、CO2排出量の削減に
向けて有効なエネルギー源の一つであり、船舶燃
料としても活用することができる。他の代替燃料
と比較して貯蔵や取り扱いが容易なことから、重
油に代わる船舶燃料として今後の利用拡大が見込
まれている。
　出光興産と三菱ガス化学では、船舶燃料分野に
おけるe-メタノールとバイオメタノールの需要増
加に対して、国内供給体制を早期に構築するとと
もに需要創出・市場拡大を目指して協業を進める。
　具体的には①供給コストの低減に向け両社が保
有するメタノール貯蔵用タンクやバンカリング船
などの設備を共同運用し効率的に活用することを
検討②メタノールを供給する港湾での許認可手続
きやガイドライン整備の支援、制度構築への働き
掛けなどで連携③e-メタノールおよびバイオメタ
ノールを共同で調達する可能性を検討―するとし
ている。2025年度までにメタノール供給体制を
構築し、26年度から国内供給の実施を目指す。

航海気象サービスの提供を開始 
	 ウェザーニューズ

　ウェザーニューズは10月10日、統合型の航海
気象サービス「Sea Navigator」を世界各国で提
供すると発表した。
　ウェザーニューズではこれまで、環境規制に対
応した航行ルートを推奨する最適運航支援サービ
ス「OSR-e」など主に5つのサービス提供をして
きた。「Sea Navigator」はこれら5つのサービス
を1つのプラットフォームに集約し、環境性・安
全性・経済性を考慮した最適なルート選定や、二
酸化炭素（CO2）排出量の可視化、安全性確保、座
礁回避などに貢献するという。航海前の計画から

航海中、終了後まで船舶をワンストップでモニタ
リングでき、モバイル表示にも対応している。
　この「Sea Navigator」は2023年から欧州エリ
アで先行販売しており、好評だったことを受けて
世界各国に販路を拡大する。今後は気象・海象、
船舶の性能、燃料、オペレーターの経験など様々
なデータを集約するとともに、新たな予測技術
サービスの開発を進め、機能を拡張していく考え。
まずは今年中に中小型船舶向けの新サービスを提
供する計画だ。

検査対象船齢を段階的に引き下げ 
	 ライトシップ

　船舶査定・格付け会社のライトシップは10月
10日、ドライバルク船と一般貨物船の検査対象
船齢を段階的に引き下げると発表した。フェーズ
1として2025年3月31日以降、船舶検査の船齢基
準を従来の14年から12年に変更する。続くフェー
ズ2として2026年からは船齢を10年に引き下げる。
さらに、8000重量トン未満の船舶にも同様の検
査を義務付けるという。
　なお、国際ドライカーゴ船主協会（INTERCARGO）
は今回の船齢引き下げに関して、ばら積み船の利
害関係者との事前協議を経ずに決定したことに強
い懸念を表明した。運航会社と船員が準備期間を
確保できるよう、ライトシップに対してスケ
ジュールの再検討を求めている。

浮体曳航・係留施工ガイドラインを発行 
	 日本海事協会

　日本海事協会（NK）は9月24日、ケイライン・
ウインド・サービスと連携して「浮体式洋上風力
発電設備建設のための浮体曳航及び係留施工ガイ
ドライン」を発行した。
　2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、
洋上風力発電は今後さらなる普及が期待されてい
る。特に日本の場合は遠浅海域が限られることか
ら、深い海域でも設置できる浮体式洋上風力発電
の導入拡大が重要となる。浮体式の設備は一般的
にアンカーや係留チェーン、繊維ロープなどの係
留システムを用いて設置されるため、船舶による
浮体の曳航や係留施工作業が必要となる。

　今回発行されたガイドラインは、浮体の曳航や
係留施工に関する技術の社会実装と国際展開を促
進するとともに、作業を安全かつ効率的に計画・
遂行するための標準的な指針として取りまとめら
れた。海外の洋上作業現場で広く活用されている

「GOMOガイドライン」と、NKが発行した「HSE
マネジメントシステム導入のためのガイドライ
ン」、そのほか国内外の事例を参考にしたという。
詳細はNKウェブサイトにあるマイページ（要
ユーザー登録）の「ガイドライン」から確認できる。

AUVなどの実証実験4件を選定 
	 国土交通省

　国土交通省は10月21日、「令和6年度 海の次
世代モビリティの利活用に関する実証事業」で実
証実験4件を選定したと発表した。
　「海の次世代モビリティ」とは、海のドローン
と呼ばれる自律型無人潜水機（AUV）や小型無人
ボート（ASV）、遠隔操作型無人潜水機（ROV）な
どを指す。国交省では2021年度から「海の次世
代モビリティ」に関する利活用実証実験を支援し、
社会実装を推進している。今年度も実証実験の公
募を行い、①宇部セントラルコンサルタントの

「ASVを用いた有害赤潮の早期発見手法に関する
実証実験」②九電ドローンサービスの「空海ドロー
ンを活用したカモと共存する地域社会づくり」③
大歩の「AUVと音響技術を組合せた沿岸漁場総
合測定システムの実証実験」④炎重工の「水陸両
用ドローンを活用した沿岸部治水施設の点検実
証」―の4件を選定した。実験の成果については
今年度末の公表を予定している。

1級舶用機関整備士資格検定を実施 
	 日本舶用機関整備協会

　日本舶用機関整備協会は9月18日、2024年度
第1級舶用機関整備士資格検定の暫定結果を発表
した。受験者数は86人で2011年の87人以来最大
となり、一部の試験見合わせ対象者を除いて46
人が合格した。
　この資格は、舶用機関整備技術者の技術レベル
向上と適正な機関整備を通じて船舶の安全確保を
図ることをねらいとしている。今年度の地区別合

格者は北海道11人、東北3人、関東3人、中部1人、
近畿2人、神戸6人、中国3人、四国5人、九州
10人、そのほか製造会社2人だった。福岡市で予
定していた試験は大風10号の影響で中止したた
め、受験を見合わせた15人は2025年1月16日に
試験を実施する。

船員安全・労働環境取組大賞が決定 
	 国土交通省

　国土交通省が2024年度「船員安全・労働環境
取組大賞（SSS大賞）」を決定した。発表は9月20日。
SSS大賞では船員の安全や労働環境の向上に関す
る事業者の優れた取り組みを表彰している。今年
度は大賞に明和海運が、特別賞に向島ドックが選
ばれた。
　明和海運は、内航ケミカルタンカーのバルブ開
閉作業、ポンプ発停操作、スロップタンク洗浄作
業、スロップタンク洗浄水排出作業を遠隔自動化
した。向島ドックは、ジョイスティックコントロー
ルシステムを備えたリチウムイオン電池搭載型電
気推進船「むかいしま」を開発・就航した。加え
て、海上勤務・陸上勤務を選択できる組織体制を
構築するとともに、船長の配乗を固定制から変動
制にシフトした。

地方新聞に広告を出稿 
	 全日本海員組合、国際船員労務協会

　全日本海員組合と国際船員労務協会は、共同で
実施している広報活動『J-CREWプロジェクト～
やっぱり海が好き～』の一環として、前年に続き
地方新聞に広告を出稿した。発表は10月1日。
　J-CREWプロジェクトは、外航日本人船員の人
材確保を支援することを目的に様々な広報活動を
展開している。今回出稿した広告は、商船系高専
5校の在校生およびOBを対象としたインタビュー
の概要をまとめたもの。5校が所在するエリアの
北日本新聞、伊勢新聞、中国新聞、山口新聞、愛
媛新聞に掲載した。
　インタビューの詳細はJ-CREWプロジェクトの
ウェブサイト（https://j-crewproject.jp/s-voice/）
に公開されている。
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　ジャパンマリンユナイテッド（JMU）は10月4
日、秋田県沖での浮体式洋上風力実証事業の研究
開発を開始したと発表した。グリーンイノベー
ション（GI）基金事業のプロジェクトとして、新
エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）から
交付決定通知書を受けた。
　JMUのほか幹事企業の丸紅洋上風力開発や東
北電力など9社からなるコンソーシアムが、GI基
金事業のフェーズ2として選定されたプロジェク
トに取り組む。事業では秋田県南部沖の沖合約
25km、水深約400mの海域に1基あたり15MW超

の風力発電機2基を設置する。期間は2031年3月
までとし、発電所の運転は29年秋ごろに開始す
る予定という。
　フェーズ1ではJMUが自社開発した大型風車
用セミサブ型浮体コンセプトを用いて浮体式基礎
製造や設置の低コスト化技術開発を実施し、これ
らの技術や知見を確立した。
　今回の事業ではこれまでの成果を活かして
EPCI（設計・調達・建造・据付）分野で6テーマ、
O&M（運用・保守）分野で1テーマの研究開発を
進めるとしている。

　カナデビアは10月1日、日立造船から社名を変
更し営業を開始した。
　1881年に「大阪鉄工所」の名で創業すると造
船や鉄構、プラント、産業機械などへと事業を拡
大した。1943年に「日立造船株式会社」と社名
を変更したが、2002年には造船事業から撤退した。
現在はエネルギーや造水・水処理に注力している。
　新社名は、「奏でる」とラテン語の道・方法と
いう意味の「Via」を組み合わせた造語。同社に
よれば、多様性を尊重してたゆまぬ技術革新によ
り、オーケストラがハーモニーを奏でるように、

人類と自然に調和をもたらす新しい道を切り開く
という意味を込めたという。
　三野禎男会長兼CEOは「築いてきた歴史と成
功を未来へつなぐたすきを受け取り、カナデビア
としての第一歩を踏み出した。未来のために、今、
行動し、カナデビアグループの変革と成長を加速
していく」、桑原道社長兼COOは「従来からの伝
統的かつ重厚長大なイメージから、フレッシュで
先進的、かつ脱炭素・循環型社会への移行に大き
く貢献できる企業であることを発信していく」と
それぞれコメントした。

秋田沖で浮体式洋上風力の研究開発を開始 ジャパンマリンユナイテッド 日立造船から社名を変更して営業を始める カナデビア

　ヤンマーパワーテクノロジーは10月2日、内航
船舶向け「発電用パイロット着火式水素4ストロー
ク高速エンジン」の陸上実証試験において定格出
力約500kWでの運転に成功したと発表した。
　実証試験で用いたパイロット着火式水素エンジ
ンは、少量のディーゼル油を点火源（パイロット
燃料）として使い、水素燃料と空気の予混合気を
燃焼させる。同社によれば、同方式の水素エンジ
ンとしては世界最高レベルの水素燃料比率を達成
し、約500kWの出力も業界に先駆けて実現でき
たという。

　同社は水素インフラ普及までの船舶運航を考慮
してパイロット着火式と火花点火式による水素専
焼エンジンの開発を進めている。今年からパイ
ロット着火式の6気筒水素エンジンの陸上実証試
験を始め、2026年には実証運航を計画している。
さらに、火花点火式エンジンの陸上実証試験も並
行して進め、水素エンジン対応電気推進船舶の普
及を目指している。
　今回の試験は日本財団の「ゼロエミッション船
の実証実験にかかる技術開発助成プログラム」と
して実施した。

　環境対応VLCC（大型原油タンカー）を共同研究
する出光タンカー、飯野海運、日本郵船、日本シッ
プヤードの4社は10月15日、次世代燃料として
メタノールを使用する国内初のマラッカマックス
型VLCCのデザインコンセプトを発表した。
　同船はメタノールと重油を燃料として使用でき
る最新の二元燃料主機を採用するほか、大型軸発
電機によって航行中の電力を確保できる。また、
風力推進補助装置「ローターセイル」の搭載も可
能という。これらの仕様により、EEDI（エネルギー
効率設計指標）規制に対して基準値比40％以上の

CO2（二酸化炭素）削減を達成することができるほ
か、2025年から適用されるEEDIフェーズ3（基準
値比30％以上削減）もクリアしている。
　同船の共同研究開発を行うコンソーシアムは、
出光タンカーが発起人となり2024年1月に結成し
た。国際海運の目標である50年のカーボンニュー
トラル実現に向けて、デザインコンセプトを基に
さらなる検討を行い、早期導入を目指す。
　主要目は次の通り。全長：339 .5m、型幅：
60.0m、型深：28.6m、満載喫水：21.0m、満載載
貨重量：約309,400トン。

着火式水素エンジンの運転に成功 ヤンマーパワーテクノロジー 環境対応VLCCのコンセプトを決定 出光タンカー ほか

　国土交通省は9月30日、舶用エンジンのNOx（窒
素酸化物）放出量確認試験における不正行為に関
する実態調査の結果を公表した。舶用エンジン
メーカー 19社を調査したところ、川崎重工業を
除く18社からは不正行為をしたという報告はな
かった。
　IHI原動機や日立造船マリンエンジン、アイメッ
クスによる舶用エンジンのNOx放出量確認試験
におけるデータ改ざん事案を受けて、国交省は
19社に対して不正行為の有無などを調査し、9月
末までに報告するよう求めていた。このうち川崎

重工業からは、燃料消費率などに関するデータ改
ざんが行われていた旨の報告を受けており、既に
公表している。
　ただ、三井E&S、三井E&S DU、ヤンマーパワー
テクノロジー、ダイハツディーゼル、マキタ、三
菱重工エンジン&ターボチャージャ、いすゞ自
動車エンジン販売、小松製作所の8社からは、試
験記録の転記誤りなどが確認された旨の報告が
あったほか、機器の校正や確認が必要な事案が
あったという。同省は報告内容を確認して適切に
対処するとしている。

　日本、欧州、中国、韓国の造船業者による第
30回JECK造船首脳会議が10月17日、韓国・江
陵市で開かれ、各国の造船業の概況や各船種の市
況動向が紹介された。日本造船工業会からは金花
芳則会長をはじめ21人が参加した。
　金花会長による基調講演では、国際海運のGHG

（温室効果ガス）削減目標に向けてゼロエミッショ
ン船の導入が見込まれることから、JECKのメン
バーが新燃料船の技術開発に一層取り組み、普及
促進に努めていくことの重要性を訴えた。
　各船種の市況や今後の見通しに関する報告で

は、中東情勢悪化に伴う紅海の混乱による迂回が
運航距離や航海日数の増加につながり、多くの船
種で運賃市況を押し上げる要因になっていると指
摘があった。また、IMO（国際海事機関） の環境
規制強化を受け、現存船を更新するペースが加速
し、その代替需要が見込まれるとの見通しが示さ
れた。議長声明ではGHG排出ネットゼロに向け
て、造船業界が協調を図り持続可能な発展を進め
て、共同で対処していくことを確認した。
　次回の会議は2025年10月に愛媛県今治市で開
かれる。

NOx放出量試験に関する調査結果を公表 国土交通省 金花会長がJECK造船首脳会議で講演 日本造船工業会

造船ニュース 造船ニュース
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研修講座・セミナーのご案内

◆お問い合わせ 海 事 知 見 事 業グ ル ー プ（ セミナ ー） TEL  03-5802-8367　E-mail  project@jseinc.org

セミナーについて

申込方法や期間・
内容等について

各種研修講座・セミナーの詳細は、開催の約3週間前にJSEメール通信、ウェブサイトでご案内しています。受講申込は正会員
を優先とし、E-mailの先着順で受け付け、定員に達した時点で締め切ります。https://www.jseinc.org/seminar/index.html
＊講師・内容などは変更になる場合があります。　＊会員のグループ会社、子会社等は非会員です。

受講料について 各種研修講座・セミナーにより異なります。原則として、1回あたりの講義時間は90分、受講料は5,500円（税込、会員価格）
です。ご案内のJSEメール通信、ウェブサイトにてご確認ください。

会場について 基本的に日本海運集会所の会議室（定員40名）、関西地区は神戸国際会館等（定員24名）です。

お支払いについて 郵便振込または銀行振込にてお願いいたします。請求日より30日以内を目途にお手続きください。
お振込みいただいた受講料は、開催中止の場合を除き返金できません。

キャンセルについて
キャンセルは、開催２営業日前の16：00までにご連絡ください。それ以降に、参加できなくなった場合には、
代理出席をお願いいたします。代理出席が難しい場合には、後日資料の郵送をもって出席とさせていだきます。
また、当日欠席の場合も後日資料の郵送をもって出席とさせていただきます。

よくあるご質問 ウェブサイトをご参照ください。　https://www.jseinc.org/seminar/q&a/seminar_q&a.html

注 ・ すべての講座・セミナー資料は、当日配布します。事前送付やデータでの提供はありません。また、セミナー資料のみの販売も行っておりません。
 ・ 会場での写真撮影、ビデオ撮影、録音、録画は固くお断りします。また、会場でのお食事はご遠慮ください。
 ・ 講義中は必要に応じてマスクの着用をお願いします。
 ・ レベル表記は、★：入門（新人・中途入社）、★☆：初級（新人～ 3 年程度）、★★：初・中級（実務経験 1 ～ 3 年程度）、
  ★★☆：中級（2 ～ 4 年程度）、★★★：中級以上（実務経験 3 年以上）です。　＊難易度の感じ方には個人差があり、レベル表記はあくまで目安です。

※各研修講座・セミナーは、予告なく変更となる場合がございます。
　最新情報は当所ウェブサイトをご覧ください。https://www.jseinc.org/seminar/index.html今月の研修講座・セミナー

●海運実務研修講座� ※会場は、特別な記載がない限り、日本海運集会所の会議室です。定員は40名です。

●関西地区　海運実務研修講座・一般セミナー（2023年度開催実績より編成）

予定月 テーマ レベル

12月 3 船舶金融詳説 ★★

1月 4 船舶保険 入門 ★☆

予定月 テーマ レベル

3月
5 定期傭船契約 ★

6 入門　会計と海運業 ★

●一般セミナー
予定月 テーマ

12月
世界の石炭需給及び価格動向

解剖・ドライバルク市況

1月
自動運航船の開発状況と実用化への展望2025

世界のとうもろこし及び大豆の需給情勢

予定月 テーマ

2月
国際海運の脱炭素化に関する動向

船主責任制限法について（仮）

3月 洋上風力発電と海運

予定月 テーマ レベル

12月 27 海上物品運送契約（外航）入門（連続2日間） ★☆

1月
28 洋上風力関連船に関する特殊傭船契約の基礎（全3回） ★★

29 内航海運概論（全1日） ★

2月 30 Laytimeの基礎知識（ドライバルク）（全1日） ★★

予定月 テーマ レベル

2月 31 船舶保険実務（中級）（全1日） ★★☆

3月
32 船荷証券の実務上の問題点（中級編）（全3回） ★★★

33 船舶売買の実務（全3回） ★★

1-3月 34 内航傭船契約（仮） ★★

●海運実務研修講座（2023年度開催実績より編成）

※各研修講座・セミナーは、予告なく変更となる場合がございます。
　また、予約は行っておりません。ご了承ください。2024年度研修講座・セミナー

23
定期傭船契約の基礎を学び現場で生かす
定期傭船契約（全4回）	 ※満席

レベル

★★

日　時 11 月 5 日、12 日、19 日、26 日（毎週火曜日）　15：30 ～ 17：00

講　師 左合総合法律事務所　弁護士　赤塚  寛 氏

受講料 会員：22,000 円（税込）　非会員：44,000 円（税込）

24
不定期船ビジネスに必要な知識を体系的に学ぶ
不定期船実務の基礎知識（陸上編）（全3日）	 ※満席

レベル

★★

日　程 B 日程 11 月 7 日、14 日、21 日（毎週木曜日）　13：30 ～ 17：00

講　師 元 NS ユナイテッド海運　常務執行役員　横溝  豊彦 氏

受講料 会員：36,718 円（税込）　非会員：69,718 円（税込）　※テキスト『不定期船実務の基礎知識』（非売品）代を含む

25
船長さんに聞く、船舶オペレーション業務における運航のポイント
海技の知識（全3回）

レベル

★★

日　時 11 月 11 日、18 日、25 日（毎週月曜日）　15：30 ～ 17：00

講　師
日本船長協会　常務理事　船長　滝浦  文隆 氏
日本船長協会　常務理事　船長　朝藤  健 氏

受講料 会員：16,500 円（税込）　非会員：33,000 円（税込）

26
航海の安心と安全を担保する保険講座
P&I 保険の基礎（全4回）

レベル

★☆

日　時 11 月 27 日、12 月 4 日、11 日、18 日（毎週水曜日）　15：30 ～ 17：00

講　師
日本船主責任相互組合　損害調査第 1 部　第 4 チーム チームリーダー　鈴木  寛 氏
日本船主責任相互組合　損害調査第 2 部　部長補佐 兼 Crew チームリーダー　福嶋  正俊 氏

受講料 会員：22,000 円（税込）　非会員：44,000 円（税込）

27
業界必須の基礎知識を身につける！
海上物品運送契約（外航）入門（連続2日間）

レベル

★☆

日　時 12 月 12 日（木）～ 13 日（金）　13：30 ～ 17：00　

講　師 日本海運集会所　海事知見事業グループ長　青戸  照太郎

受講料 会員：22,000 円（税込）　非会員：44,000 円（税込）

●関西地区�海運実務研修講座� ※会場は、神戸国際会館等です。定員は24名です。

3
海事ビジネスを支える船舶金融の基礎解説と今後の展開
船舶金融詳説

レベル

★★

日　時 12 月 12 日（木曜日）　13：30 ～ 16：40　 場　所 神戸国際会館セミナーハウス　8 階　804 号室

講　師 早稲田大学大学院　法学研究科　非常勤講師／同大招聘研究員　木原  知己 氏

受講料 会員：11,000 円（税込）　非会員：17,600 円（税込）

●一般セミナー� ※会場は、特別な記載がない限り、日本海運集会所の会議室です。定員は40名です。

講演会　2024	Outlook	for	the	Dry-Bulk	and	Tanker	Shipping	Markets
日　時 11 月 15 日（金曜日）　10：00 ～ 11：30 場　所 海運クラブ 2 階ホール

講　師 日本郵船　調査グループ バルク・エネルギー調査チーム

受講料 会員：22,000 円（税込）　非会員：27,500 円（税込）

世界の石炭需給及び価格動向

日　時
12 月 3 日（火曜日）　15：30 ～ 17：00

（プレゼンテーション 15：30 ～ 16：30、質疑応答等 16：30 ～ 17：00）

講　師 エネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）　石炭開発部　企画課　中塚  英信 氏

受講料 会員：5,500 円（税込）　非会員：11,000 円（税込）
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東京都中央区京橋 2-6-5　菊池ビル4階

e-mail　info@shipbrokers.jp
理事長　長嶋弘幸　　　　事務局　長田菜穂子

電話　03-3561-1335　　FAX 03-3561-6107

　　　　　　　　　　

日本シップブローカーズ協会

はじめに
　前月の本稿において、2025年の海運市況を見
通す上での外部環境の現状を整理したが、今月は
その外部環境のもとバルカー市況の見通しについ
て検討する。
　米国経済の減速が周知されるところとなったこ
とで、足もとでは中国経済の減速がクローズアッ
プされつつあり、一部のバルカー船型の市況に影
響が及び始めている。その影響は一部実需の側面
もあろうがセンチメントの低下によるものもあ
り、2025年初の季節的要因をこなした後は、適
温経済を前提に適温市況が持続していくものと期
待したい。

1. バルカー市況
　2023年末から2024年10月21日にかけてBaltic 
Exchange Dry Index（以下BDI）は26％下落とな
り、年初から10月末までの期間で比較すると、
2022年の34％下落以来の大幅な下落率となった。
ケープサイズバルカーが2022年の33％下落を上
回り36％下落したことや、Panamaxが2022年と
ほぼ同等の33％下落したことが大きく足を引っ
張った。SupramaxおよびHandy Sizeはそれぞ
れ9％、17％の下落にとどまった。2022年は米国
経済のスタグフレーション懸念の高まりでバル
カー市況は船型に関わらず軒並み29-40％の大幅
下落となった。2024年は現時点において船型間

で跛行色が出ており、2022年の下落局面とは一
線を画している。市場において構成銘柄間で跛行
色が出るのは、高値圏および底値圏からの転換時
あるいは踊り場の場合である。足もとのバルカー
市況も外部環境の見通しが不安定な状況にあり踊
り場にあるように感じられる。
　2024年は米国経済の減速が周知されるところ
となり、政策金利の引き下げが実施され米国経済
の先行き不透明感が高まったものの、バルカー市
況への影響は限定的であった。米国経済がソフト
ランディングあるいはタッチアンドゴーとなる期
待が高まる一方で、中国経済の不振ぶりがクロー
ズアップされ一部船型への影響が大きくなったと
言えよう。

2. 船腹需給
　バルカーの新造船発注残のFleetに対する割合
は2024年末で9.3％と予想されているが2020年以
降同割合は低水準での推移が続いている。一方で、
解撤量も低水準で推移しているためFleetは3％
前後での推移が維持される見込みである。

　2024年末のFleetの伸びは2023年末比3.1％と、
2023年とほぼ同様となる見込みだが、2024年4月
時点での予想に比べると若干上振れており船腹供
給は当初想定を上回って推移しはじめている。新
造船竣工量が想定を上回って推移していることに
加えて、解撤量が予想を下回っていることで
Fleetは想定を上振れて推移している。今後新造
船竣工量は横ばいで推移する見込みであり、
Fleetの伸びは解撤量がどのように推移するかと、

スエズ運河を迂回する状況が継続するか否かにか
かっている。環境規制強化によるScrap and Build
は今後持続的に進む可能性が高く、足もとの海運
マーケットが好調に推移したため先送りされてき
た解撤はいずれ顕在化してくることが期待できよ
う。Fleetに対する新造船発注残は過去数年間の
水準よりは上昇しているものの依然10％を下回っ
ており、先行きの船腹供給量が懸念される水準で
はないように思われる。足元ではパナマ運河の通
峡量が回復し始めておりPanamaxなどの海運市
況に影響が出始めているが、先送りされてきた解
撤は今後増加していくことが期待され、加えてス
エズ運河通行量減少による航行距離の増加が船腹
需給を下支えしていくのではなかろうか。

3. 中国経済の影響
　米国経済は減速していくとの思惑がやや外れ、
米国経済はタッチアンドゴーとなる可能性も出始
める一方で、中国経済の持続的減速はほぼマー
ケットコンセンサスとなり、ケープサイズバル
カーやパナマックスバルカーの市況に影響が出始
めている。中国の主要カーゴの一つである鉄鉱石
は、中国の在庫の増加が著しく、在庫率も上昇し
当面調整が必要なステージに入ってきている。
2025年も旧正月を睨んだ在庫積み増しが例年の
ような盛り上がりとならない可能性があろう。

　バルカーマーケットにおいては、船腹供給量が
比較的抑制的に推移することが期待できるもの
の、船腹需要量が経済頼みの側面がでてきている。
特にこれまで米国経済が好調だったためあまり目
立ってこなかった中国経済の減速が、米国経済の
減速によりクローズアップされつつある。中国経
済は不動産不況が続き実質GDP成長率は4％台で
推移することがコンセンサスとなっており米国経
済の動向次第ではバルカー市況へ影響を及ぼす場
面も出てくるかもしれない。しかしながら、米国
経済が少なくとも（セカンドベストとして）ソフト
ランディングし、中国経済が減速するものの当初
想定通りに4％以上の成長を持続できるのであれ
ば実質的には影響力は徐々に低下していくのでは
なかろうか。中国経済の減速がバルカー市況に影
響を与えていることはセンチメントとしてであ
り、徐々に解消されてくるものと期待したい。
2025年は年初の旧正月などの季節的要因をこな
していけば適温経済のなかで適温市況が持続する
可能性が高いのではなかろうか。
 （ジャパンシッピングサービス㈱）

ブローカーの窓から

2025年バルカー市況

図1.2024年のBaltic	Exchange	Dry	Indexの推移

出所：ブルームバーグのデータを基にジャパンシッピングサービスが作成
期間：2023年末から2024年10月21日
注：2023年末を100としたIndex

表1.バルカーの新造船発注量のFleetに対する割合
百万 DWT 2022 2023 2024 2025

竣工 31.5 35.2 36.1 35.1
解撤 4.4 5.4 5.0 6.0
Fleet 973.4 1,003.0 1,034.1 1,063.2
発注残 83.9 96.3 96.0 61.0
発注残 /Fleet 8.6% 9.6% 9.3% 5.7%
解撤 /Fleet 0.5% 0.5% 0.5% 0.6%

出所：Clarcksons Researchのデータに基づきジャパンシッピングサービスが作成
データ：2024年9月時点
予想：ジャパンシッピングサービス

表	2.バルカーの船型別	Fleet	伸び率の推移
2023 2024 予 2025 予

Cape Size 2.5% 1.8% 1.7%
Panamax 3.4% 3.5% 3.0%
Handymax 3.4% 4.3% 4.0%
Handy Size 3.2% 4.0% 3.8%
Bulker 合計 3.0% 3.1% 2.8%

出所：Clarcksons Researchのデータに基づきジャパンシッピングサービスが作成
データ：2024年9月時点　　予想：ジャパンシッピングサービス

出所：ブルームバーグのデータに基づきジャパンシッピングサービスが作成
期間：2008年12月から2024年8月

図 2.中国鉄鉱石在庫と在庫率
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8月分の主要オペ輸送実績は 
貨物船が横ばいも油送船は減少 
	 日本内航海運組合総連合会

　内航総連がまとめた主要元請オペレーターの8
月分輸送実績は、「貨物船」が前年同月比横ばい
の1491万4000トン、「油送船」が同8％減少し
773万5000kl・トンだった。台風の影響で輸送障
害が生じた一方、8月8日に発生した日向灘を震
源とするマグニチュード7.1の地震による影響は
見られなかった。
　輸送品目別に見ると、貨物船は7品目中4品目
が前年同月の輸送量を上回った。このうち「燃料」
は同30％増の176万4000トンだった。猛暑によ
る電力需要の増加で石炭輸送が伸びたほか、コー
クスが前年同月の輸送需要低迷から回復した。「鉄
鋼」は同3％増加し261万2000トンとなった。8
月中旬・下旬と台風による輸送障害の影響で次月
に繰り越される貨物があったものの、前年同月が
低水準だったためプラスとなった。なお、前々年
同月比では17％減少している。「雑貨」は同2％
増の209万トンだった。コンテナと塩の輸送量が
伸びたほか、北海道発の農産品が天候の良さから
例年より収穫が早まった。そのほか、「原料」は
同横ばいで354万2000トン、「紙・パルプ」は同
13％減の12万トン、「自動車」は同10％減の300
万5000トン、「セメント」は同11％減少し178万
2000トンだった。
　油送船では「高圧液化」のみ前年同月比プラス
となり、同2％増の46万5000kl・トンだった。ア

ンモニア以外の液化石油ガス（LPG）、エチレン、
液体アンモニア、塩ビモノマーの増加が見られた。
一方、「黒油」は同17％減少し162万9000kl・ト
ンとなった。製油所装置の不具合が続き、転送需
要によって航海が長距離化して輸送量減少につな
がっているという。また、「ケミカル」は同12％
減の55万1000kl・トンで、キシレンやトルエン
の輸送量が低下した。そのほか、「耐腐食」は同5％
減の35万3000kl・トン、「白油（ガソリン・灯油・
軽油）」は同4％減の466万6000kl・トン、「高温
液体」も同4％減少し7万2000kl・トンだった。

7～9月期の内航燃料油価格は 
A重油・適合油の価格差が大幅に縮小 
	 栗林商船

　栗林商船は9月27日、7 ～ 9月期内航燃料油価
格の交渉結果を公表した。藤井石油と価格交渉し、
同日に決定した。
　A重油価格は前期（4 ～ 6月期）比でキロリット
ル当たり7800 円減の10万8600円、適合油価格は
同2200円減の10万8000円だった。また、A重油
と適合油の価格差は600円で、前期の6200円から
大幅に縮小した。
　ドバイ原油価格（TOCOM）は前期比でキロリッ
トル当たり7075円減の7万5796円、為替レート
はドル当たり5.08円高の151.65円だった。
　栗林商船の担当者は10 ～ 12月期の見通しにつ
いて、ドバイ原油価格の下落がこのまま続けば、

「（7 ～ 9月期よりも）A重油・適合油ともに1万円

程度下がる」と見ている。

東京～函館間で定期サービスを開始 
	 井本商運

　井本商運は10月7日、東京港と函館港を結ぶ定
期サービスを開始した。200TEU型内航コンテナ
船を投入し、週1便で運航する。
　井本商運では2019年から東京～函館航路を不
定期で運航していたが、10月から定期航路に変
更した。寄港ターミナルは東京港が中央防波堤外
側（Y1）、函館港が港町ふ頭。今回の定期航路化
と併せて、同社では国内貨物のモーダルシフト輸
送にも積極的に取り組むとしている。

第12回通常総会を開催 
6級海技士養成拡大で地方と連携 
	 海洋共育センター

　海洋共育センターは9月30日、海事センタービ
ルで第12回通常総会を開き、2024年度の事業計
画を承認した（写真）。同センターが関東で総会を
開催するのは初めてだという。
　事業計画では、6級海技士養成課程の卒業生増
加を掲げた。2024年度は卒業生を200人規模に拡
大する5カ年計画の3年目にあたり、目標実現に
向けてSNSを活用するほか、各地方の船員対策
協議会やハローワークと連携して多くの人に船員
の仕事をPRする方針を掲げた。また、各地で会
員企業と6級養成受講希望者とのマッチングの機
会を増やして船員確保につながる活動も強化する。
　このほか、知床遊覧船事故を受け旅客船事業者
の全陸上運航管理者に資格制度が義務付けられた
ことから、同センターが資格制度に関する国の指
定試験機関の公募にノミネートすることも発表

した。
　畝河内毅理事長は「人口減少の中、センターの
目的である人材確保や育成、再教育について自分
たちの視点でできることから、なすべき事業を実
施していきたい」と語った。

ザブーンの船舶動静管理アプリを導入 
	 商船三井内航

　商船三井内航はこのほど、スタートアップ企業
のザブーンが開発した船舶管理プラットフォーム

「MARITIME7」のレポート機能（動静管理アプ
リケーション）を導入した。
　内航船の運航管理では、船舶の動静情報や位置
情報、機関出力、燃料消費量などの運航情報を処
理する必要がある。こうした情報は従来、FAX
や紙でやり取りしていたため、船陸双方の担当者
にとって負担になっていた。
　「MARITIME7」のレポート機能は、各種運航
情報をクラウド上で一元管理できる。位置情報や
燃料消費量をリアルタイムで可視化するため、効
率的な運航や配船計画の最適化につなげられる。
また、CO2（二酸化炭素）排出情報を管理しやすく
なり、商船三井内航が運航する環境対応船の環境
貢献度を確認できるようになる。
　商船三井のコーポレートベンチャーキャピタル

（CVC）であるMOL PLUSは今年8月、ザブーン
への出資を決定している。若い世代にとって内航
海運をより魅力的な業界にするため、商船三井内
航では商船三井グループ各社と連携し、デジタル
技術を活用した業務効率化を進めたい考えだ。

横浜港でメタノールの模擬バンカリング 
	 横浜市	ほか

　横浜市、マースクAS、三菱ガス化学、国華産業、
出光興産、上野トランステック、横浜川崎国際港
湾の7社は9月18日、横浜港南本牧ふ頭でメタノー
ルの模擬バンカリング（燃料供給）を実施した。
　メタノールは燃焼時にCO2（二酸化炭素）や
NOx（窒素酸化物）、SOx（硫黄酸化物）などの発生
が少なく、クリーン燃料として知られている。ま
た、CO2と再生可能エネルギー由来の水素などか
らメタノールを合成する試みも始まっている。国
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際海運市場でメタノールを主燃料として船舶の普
及が進むほか、日本国内でもメタノール燃料船の
増加が見込まれている。このため国内の港湾では、
国際競争力確保の観点などから、メタノールのバ
ンカリング体制構築が求められている。
　今回の模擬バンカリングは、マースクが運航す
るメタノール燃料コンテナ船「Alette Maersk」と、
国華産業が保有する内航メタノール輸送船「英華
丸」との間で実施した。メタノールのバンカリン
グに使用予定の「英華丸」を「Alette Maersk」
と燃料移送用のホースでつなぎ、接続上の課題を
洗い出すなどした。参加各社の船舶設備や知見を
持ち寄り、バンカリングに必要なオペレーション
を確認した。

旅客船評価制度を創設 
	 国土交通省海事局

　国土交通省海事局は10月4日、旅客船の安全性

評価制度「＋ONE（プラスワン）マーク制度」を
創設し、今年度中に運用開始すると明らかにした。
　国交省の知床遊覧船事故対策検討委員会が
2022年12月にまとめた「旅客船の総合的な安全・
安心対策」には、安全情報の提供を充実させるた
め「安全性の評価・認定制度（マーク等）の創設」
が盛り込まれた。さらに国交省は23年度に名称
などの制度概要を整理した。
　＋ONEマーク制度は、旅客船事業者の申請に
基づく任意の制度で、評価認証団体が事業者の安
全性に対する取り組みを①海難防止②救命③乗客
への情報提供―の3つの観点から評価するなどし
て、マークを付与する。旅客船の利用者は、この
制度を通じて事業者の安全性向上に関する取り組
みを簡単に確認できるようになる。
　国交省では同制度で旅客船事業者を評価・認証
する団体（評価認証団体）を11月5日まで公募して
いる。 ■

『グローバル・ロジスティクスの基礎』
魚住  和宏・石原  伸志・合田  浩之・石原  祐介 編著

■著者プロフィール

　グローバル・ロジスティクスとは、企業が調達や生産、販売、物流な
どのロジスティクス活動を複数国間で展開することを指す。本書はグ
ローバル・ロジスティクスや国内・国際物流、サプライチェーン（供給網）
などについて体系的にまとめた入門書にあたる。読者層としては実務経
験5 ～ 6年の社会人のほか、国際物流などを勉強中の学生・初学者らを
想定している。
　本書は編著者4人を含め、国際物流やロジスティクスの第一線で活躍
する研究者と実務者が執筆に携わっている。全15章で構成されており、
まずは物流、ロジスティクス、サプライチェーンそれぞれの定義や発展
の経緯について解説する。続いて、海上輸送や航空輸送、国際複合一貫
輸送の仕組みを紹介。加えて、国・地域別の物流事情に関しては現役の
駐在員らが詳しく説明している。

魚住 和宏（うおずみ・かずひろ）…SCM ソリューションデザイン代表、神奈川大学
経済学部非常勤講師、同アジア研究センター客員研究員。
石原 伸志（いしはら・しんじ）…神奈川大学アジア研究センター客員研究員。元東海
大学海洋学部教授。
合田 浩之（ごうだ・ひろゆき）…東海大学海洋学部教授。元日本郵船。
石原 祐介（いしはら・ゆうすけ）…サンキュウビジネスサービス、日本大学大学院在籍。

（株）成山堂書店
TEL：03-3357-5861
https://www.seizando.co.jp/

A5判/340頁
定価：3,520円（税込） 
10月28日発行

新 刊 紹 介

B O O K R E V I E W

発行・お問い合わせ先

　みなとみらい21地区の「ドックヤードガーデン」
は、かつてこの地に存在した「旧横浜船渠第二号ドッ
ク」の姿を現代に伝える貴重な施設だ。
　旧横浜船渠第二号ドックは1896年に完成した。
英国人技師の計画を元に、海軍技師の恒川柳作が設
計し工事を監督した。排水後に船の修繕などを行う
「ドライドック」で、建設には真鶴・伊豆産の小松
石約1万2000個を使用した。サイズは全長約
128m・幅約19m・深さ約9mと、2年後の1898

年に完成した第一号ドック（全長約168m・幅約
34m・深さ約11m）よりも一回り小さい。
　第二号ドックは日本郵船の「西京丸」を皮切りに
船の修繕・検査を数多く手掛け、国際貿易港・横浜
港の発展を支えてきた。1960年代前半には小型船
の修繕ドックとして使用されていたが、船の大型化
などに対応できなくなったことから使用頻度は減
り、1973年にはドックの機能を停止した。
　その後、横浜市は都心臨海部総合整備事業「みな
とみらい21」の一環として第二号ドックの解体・
復元を計画した。敷地の関係上、復元にあたっては
元のドックより長さを10m短縮するとともに、場
所を30m移動した。復元した第二号ドックはドッ
クヤードガーデンとして、隣接する横浜ランドマー
クと同じ1993年にオープンした。現在はプロジェ
クションマッピングなどの各種イベント向けのス
ペースとして活用されている。� ■

ドックヤードガーデン
（神奈川県横浜市）

vol.20

長さは10m短くなったもの
の、石積みの壁面などは第二
号ドック時代の姿をほぼ復元
している

売買船グループ / 自動車船グループ / プロジェクトグループ

代表取締役社長 徳田　斉周

URL  http://marine-trader.com/
〒104-0033 東京都中央区新川2丁目8番10号 第一中村ビル4階 代　表

F A X
（03）3297-4408
（03）3297-4405
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森 美術館の「ルイーズ・ブルジョワ展：地獄から帰ってきたところ 言っとくけど、素晴
らしかったわ」に行ってきました。性愛、男と女、父、母、そういったものに対す

る希望と絶望、期待と憎悪を煮詰めたような内容で、作品の幅が広い上に分かりやすく、
かなり面白かったです。彫刻、絵、ホログラム、立体、刺繍、詩などあらゆるものに彼
女の内側で増幅した感情がジュワッとしみ込んで溢れてくるような、トラウマや苦しみがす
ごくフレッシュなままそこに在り続けるような感じ。最後に本人のインタビュー映像があるの
ですが、口の悪さと言葉の強さに逆に救われた気持ちになりました。大人の皆さまにお
すすめ！ （T）

コロナ禍をきっかけに、ホテル滞在そのものを目的にした「ホテルステイ」が日本でも
浸透してきました。こうした動きに連動するように、館内施設やサービスを充実させ

るホテルも増えているようです。かくいう私も年に数回のホテルステイが楽しみで、9 月末
には浅草近くのホテルに泊まってきました。ただ、大賑わいの浅草エリアへは行かず、企
業博物館などがある下町を散歩し、翌日のチェックアウトまでホテルで。館内にはアートギャ
ラリーもあり、ちょっとした気分転換になりました。旅客船でも「シップステイ」に主眼を置
いたサービスが出てきたら、結構人気が出るかもしれません。 （syu）

ここ2カ月ほど、アニメ「ドラえもん」にハマり休日によく見ています。元 ア々ニメはあ
まり見ないのですが、子供の頃に漫画やテレビで親しんだ作品であり、久しぶりに

テレビで目にしたのがきっかけです。2005 年に絵柄や声優が一新され、オリジナルの魅
力を残しながらアップデートされて今も色あせない作品だと思います。ただ、幼少期に見て
いた頃の作品を見返すと現代にはない言葉遣いやユーモアが痛快です。また、ドラえもん
の声や口調が懐かしく、思わず引き込まれます。そんな折、大山のぶ代さんの訃報に接し
て寂しさを感じますが、大山さんのドラえもんに感謝しながら今後も楽しみたいです。（Ao）
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